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緊急消防援助隊石川県応援等実施計画 

 

 

第１章 総則  

（目的） 

第１ この計画は、緊急消防援助隊の応援等の要請等に関する要綱（平成 27年消防広第 74

号。以下「要請要綱」という。）第 38条の規定に基づき、石川県大隊、石川県統合機動

部隊、金沢市消防局ＮＢＣ災害即応部隊、石川県土砂・風水害機動支援部隊（以下「石

川県大隊等」という。）の応援等について必要な事項を定め、石川県大隊等が迅速に被

災地に出動し、的確な応援等の活動を実施することを目的とする。 

 

（用語の定義） 

第２ 代表消防機関は、金沢市消防局とする。 

２ 代表消防機関代行は、白山野々市広域消防本部とする。 

３ 前項までに定めるもののほか、用語については別表第１のとおりとする。 

 

第２章 石川県大隊等の編成 

（県内ブロック） 

第３ 石川県大隊等の迅速な出動及び効果的な後方支援活動を図るため、各消防本部（消

防局を含む。以下同じ。）を別表第２のとおりブロック分けするものとする。 

２ 各ブロックに別表第２のとおり幹事消防本部（幹事消防局を含む。以下同じ。）を置

き、ブロック内の次に掲げる任務を行うものとする。 

 (1) 出動に係る連絡及び調整 

 (2) 後方支援活動に係る連絡及び調整 

 (3) その他必要な事項 

 

（連絡体制等） 

第４ 応援等出動に係る連絡体制は、次に掲げるとおりとする。 

 (1) 応援等出動時における各消防本部の連絡先は、別表第２のとおりとする。 

 (2) 応援等出動時における関係機関の連絡先は、別表第３のとおりとする。 

 (3) 石川県から各消防本部に対して連絡を行う場合は、原則として代表消防機関、幹事

消防本部を経由して行う。 

 (4) 各消防本部から石川県に対して連絡を行う場合は、原則として幹事消防本部、代表

消防機関を経由して行う。  

 (5) 連絡方法は、原則として有線電話又は有線ＦＡＸ（これと併せて電子メールによっ

ても可能とする。）によるものとする。ただし、有線断絶時には防災行政無線、地域
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衛星通信ネットワーク等を活用するものとする。 

 

 

（石川県大隊等の編成） 

第５ 石川県の登録隊は、別表第４のとおりとする。 

２ 石川県大隊及び統合機動部隊の標準的な編成は、別表第５のとおりとし、各消防本部

の災害対応状況及び被災地の被害状況等を考慮し調整するものとする。 

３ 大隊は、都道府県単位とし、「石川県大隊」と呼称するものとする。なお、石川県大

隊長は、代表消防機関（代表消防機関が被災等によりその任務を遂行できない場合は、

代表消防機関代行。以下同じ。）の職員をもって充てるものとする。 

４ 統合機動部隊は、「石川県統合機動部隊」と呼称するものとする。なお、石川県統合

機動部隊長は、代表消防機関の職員をもって充てるものとする。 

５ 中隊は、ブロック単位又は消火、救助、救急等の任務単位とし、「○○ブロック中隊

（又は消火中隊等）」と呼称するものとする。なお、中隊長は石川県大隊長又は部隊長

（指揮支援部隊長を除く。以下同じ。）が指定するものとする。 

６ 小隊は、各車両又は付加された任務単位とし、「○○小隊（又は各消防本部の呼出し

名称）」と呼称するものとする。 

７ 後方支援中隊の編成は、別表第６のとおりとし、都道府県（又はブロック）単位で後

方支援中隊を編成し、後方支援活動を行うものとする。なお、後方支援中隊長は、金沢

市消防局の職員（又は幹事消防本部の職員）の内から石川県大隊長又は部隊長が指定す

るものとする。 

８ ＮＢＣ災害即応部隊は、別表第７のとおり編成し、「金沢市消防局ＮＢＣ災害即応部

隊」と呼称するものとする。なお、金沢市消防局ＮＢＣ災害即応部隊長は、金沢市消防

局の職員をもって充てるものとする。 

９ 土砂・風水害機動支援部隊は別表第８のとおり編成し、「石川県土砂・風水害機動支

援部隊」と呼称するものとする。なお、石川県土砂・風水害機動支援部隊長は、金沢市

消防局の職員をもって充てるものとする。 

 

（指揮体制等） 

第６ 石川県大隊の指揮体制は、別紙第１のとおりとする。 

２ 受援都道府県内での連絡体制は、運用要綱別記様式１のとおりとする。 

３ 石川県大隊長は、石川県大隊を統括し、被災地において指揮者の指揮の下又は指揮支

援部隊長若しくは指揮支援本部長の管理の下で、石川県大隊の活動の指揮を行うものと

する。 

４ 石川県統合機動部隊長は、指揮者の指揮の下又は指揮支援部隊長若しくは指揮支援本

部長の管理の下で、当該統合機動部隊の活動の指揮を行うものとする。ただし、石川県

大隊が後続する場合、当該統合機動部隊の活動の指揮は、石川県大隊長が被災地に到着
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するまでの間とする。 

５ 金沢市消防局ＮＢＣ災害即応部隊長は、指揮者の指揮の下又は指揮支援部隊長若しく

は指揮支援本部長の管理の下で、当該ＮＢＣ災害即応部隊の活動の指揮を行うものとす

る。 

６ 石川県土砂・風水害機動支援部隊長は、指揮者の指揮の下又は指揮支援部隊長若しく

は指揮支援本部長の管理の下で、当該土砂・風水害機動支援部隊の活動の指揮を行うも

のとする。 

７ 中隊長は、石川県大隊長又は部隊長の指揮の下で、小隊の活動を指揮するものとする。 

 

第３章 石川県大隊等の出動 

（地震時等の出動等に係る取決め） 

第７ 要請要綱別表Ａ－１、Ａ－２、Ｅ－１及びＥ－２並びにアクションプランに基づき、

地震等の発生後、石川県に属する緊急消防援助隊が出動準備又は出動（迅速出動を含む。）

を行う対象となる事象は、別表第９のとおりとする。 

 

（石川県大隊等の出動可能隊数報告及び出動準備） 

第８ 別表第９に定める地震等が発生し、石川県に属する緊急消防援助隊が出動準備（迅

速出動に伴う出動準備を含む。）を行う対象となっている場合、石川県及び各消防本部

は次のとおり対応するものとする。 

(1) 石川県は、各消防本部から事前に計画された隊（別表第５）を構成する小隊の出動

可否の連絡を受けた後、消防庁に対して速やかに要請要綱別記様式２－２により出動

可能隊数を報告するものとする。ただし、石川県内で大規模な被害の発生又は大規模

な被害の発生が見込まれない場合、代表消防機関と協議の上、各消防本部の出動可否

のとりまとめを行う前に、事前に計画された隊（別表第５）のとおり出動可能隊数を報

告するものとする。 

(2) 各消防本部は、地震等の発生後速やかに、石川県に対して事前に計画された隊（別

表第５）を構成する小隊の出動可否を連絡するとともに、出動準備を行うものとする。 

２ 土砂・風水害が発生し又は発生が見込まれる状況で、消防庁から石川県大隊又は石川

県土砂・風水害機動支援部隊の出動可能隊数報告及び出動準備の依頼があった場合、都

道府県及び各消防本部は次のとおり対応するものとする。 

(1) 石川県は、各消防本部に対して速やかに事前に計画された隊（別表第５又は別表第

８）を構成する小隊の出動可否の確認及び出動準備の依頼を行い、消防庁に対して要

請要綱別記様式２－２により出動可能隊数を報告するものとする。ただし、石川県内

で大規模な被害の発生又は大規模な被害の発生が見込まれない場合、代表消防機関と

協議の上、各消防本部の出動可否のとりまとめを行う前に、消防庁に対して速やかに

事前に計画された隊のとおり出動可能隊数を報告するものとする。 

(2) 石川県から出動可否の確認及び出動準備の依頼を受けた消防本部は、速やかに事前
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に計画された隊（別表第５又は別表第８）を構成する小隊の出動可否を連絡するとと

もに、出動準備を行うものとする。 

３ 前２項の場合のほか、消防庁から石川県大隊（ＮＢＣ災害における救急小隊を中心と

した石川県大隊、航空機・列車事故における救助小隊を中心とした石川県大隊等）の出

動可能隊数報告及び出動準備の依頼があった場合、石川県及び各消防本部は次のとおり

対応するものとする。 

(1) 石川県は、速やかに代表消防機関に隊の編成を依頼し、各消防本部に対して速やか

に代表消防機関が編成した隊を構成する小隊の出動可否の確認及び出動準備の依頼を

行い、消防庁に対して要請要綱別記様式２－２により出動可能隊数を報告するものと

する。 

(2) 石川県から出動可否の確認及び出動準備の依頼を受けた消防本部は、速やかに前号   

において代表消防機関が編成した隊を構成する小隊の出動可否を連絡するとともに、

出動準備を行うものとする。 

４ 石川県は、消防庁から石川県大隊等の出動可能隊数報告及び出動準備の依頼がない場

合であっても、災害規模等に照らし必要と認めた場合は、各消防本部に対して前各項の

方法により出動可否の確認を行うなどして、消防庁に対して要請要綱別記様式２－２に

より出動可能隊数を報告するものとする。 

５ 石川県は、要請要綱第５条第６項により消防庁からの出動準備の解除の連絡があった

場合、又は消防庁への問合せ等により出動準備の対象となっていないことを確認した場

合は、第４(3)の手順により各消防本部に対して出動準備の解除を連絡する。 

 

（集結場所） 

 第９ 集結場所は、別表第 10のとおりとする。 

 

（石川県大隊及び統合機動部隊の出動） 

第 10 石川県知事は、長官から要請要綱別記様式３－１又は同様式３－４により石川県大

隊（又は統合機動部隊）の出動の求め又は指示を受けた場合は、各市町等（各消防本

部）の長に対して出動の求め又は指示を行うものとする。 

２ 代表消防機関は、要請内容や被災地の状況に応じて、別表第５に記載されていない特

殊災害小隊や特殊装備小隊等の追加出動又は乗換えての出動について、幹事消防本部を

経由して各消防本部と調整するものとする。 

３ 出動の求め又は指示後（迅速出動に該当する事案が発生した場合においては地震発生

後）、各消防本部は次のとおり対応するものとする。 

(1) 石川県統合機動部隊は、出動の求め又は指示後（迅速出動に該当する事案が発生し

た場合においては地震発生後）、おおむね１時間以内に集結場所に集結し、出動するも

のとする。 

(2) 第一次編成陸上隊は、石川県統合機動部隊の出動に引き続き、出動の求め又は指示
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後（迅速出動に該当する事案が発生した場合においては地震発生後）、おおむね２時間

以内に集結場所に集結し、出動するものとする。 

(3) 第二次編成陸上隊は、第一次編成陸上隊の出動に引き続き、出動の求め又は指示後

（迅速出動に該当する事案が発生した場合においては地震発生後）、おおむね３時間

以内に集結場所に集結し、出動するものとする。 

(4) 代表消防機関は、別表第 10に基づき第一次編成陸上隊及び第二次編成陸上隊の集結

場所及び集結時間を決定し、石川県及び幹事消防本部に対して連絡するものとし、幹

事消防本部はブロック内消防本部に対して連絡するものとする。 

(5) 迅速出動を行う場合、後方支援本部は、石川県統合機動部隊及び石川県大隊が出動

する前に消防庁に対して、電話により出動の要否を確認するものとする。 

 

（その他の部隊の出動） 

第 11 金沢市長は、長官から要請要綱別記様式３－１により金沢市消防局ＮＢＣ災害即応

部隊の出動の指示を受けた場合、出動の指示後３０分以内に当該部隊を出動させるも

のとする。なお、当該部隊は進出拠点へ直接進出するものとする。 

２ 石川県知事は、長官から要請要綱別記様式３－１により石川県土砂・風水害機動支援

部隊の出動の求め又は指示を受けた場合、当該部隊を構成する小隊の属する各市町等（各

消防本部）の長に対して出動の求め又は指示を行うものとする。当該出動の求め又は指

示を受けた石川県土砂・風水害機動支援部隊長は、別表第 10に基づき集結場所及び集結

時間を決定の上、当該部隊を構成する小隊の属する消防本部に連絡するものとし、集結

場所に集結の後、速やかに当該部隊を出動させるものとする。 

 

（国家的な非常災害における出動）  

第 12 国家的な非常災害が発生した場合又は消防庁からアクションプランを適用させる旨

の連絡を受けた場合には、各消防本部は、直ちに管内の被害状況の確認を行うととも

に、石川県に対して要請要綱別記様式２－２により出動可能隊数の報告を行うものと

し、石川県は、消防庁に対して要請要綱別記様式２－２により出動可能隊数の報告を

行うものとする。 

２ 長官から出動の指示があった場合には、第 10第３項に定める出動を行うほか、特別編

成陸上隊を編成するものとする。 

３ 代表消防機関は、要請内容や被災地の状況に応じて、別表第５に記載していない特殊

災害小隊や特殊装備小隊等の追加出動又は乗換えての出動について、幹事消防本部を経

由して各消防本部と調整するものとする。 

４ 特別編成陸上隊は、地震発生後おおむね２４時間以内に集結場所に集結し、出動する

ものとする。 

５ 各消防本部は、特別編成陸上隊の編成に当たり、消防本部における消防力を維持する

ための態勢を整え、可能な限り多くの隊を派遣するものとする。 
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（石川県大隊等の出動隊数の報告） 

第 13 緊急消防援助隊を出動させた消防本部は、石川県に対して要請要綱別記様式２－２

により出動隊数を報告するものとする。 

２ 石川県は、各消防本部の報告を取りまとめ、消防庁に対して要請要綱別記様式２－２

により出動隊数を報告するものとする。 

３ 各小隊を出動させた消防本部は、次に掲げる事項について、幹事消防本部を経由して

石川県及び代表消防機関に対して報告するものとする。 

(1) 出動させた隊員の代表者の職階級、氏名及び連絡先 

(2) 出動隊数、車両及び資機材 

(3) 集結場所到着予定時刻 

(4) その他必要な事項 

 

（緊急消防援助隊の車両表示） 

第 14 緊急消防援助隊として出動する車両は、緊急消防援助隊として出動している旨の車

両表示を車両の見やすい箇所に掲出するものとする。 

 

（集結場所への集結完了） 

第 15 石川県大隊長、石川県統合機動部隊長、土砂・風水害機動支援部隊長又はブロック

中隊長は、集結完了時刻及び集結場所出発時刻を後方支援本部に対して報告するもの

とする。 

２ 後方支援本部は、前項の内容について石川県に対して報告するものとする。 

 

（進出拠点への進出） 

第 16 石川県大隊長、統合機動部隊長、ＮＢＣ災害即応部隊長及び土砂・風水害機動支援

部隊長（以下「石川県大隊長等」という。）は、応援先都道府県又は進出拠点に応じ

た出動ルートを決定し、消防庁、調整本部及び後方支援本部に対して報告するものと

する。 

２ 被害状況等により出動途上に進出拠点及び出動ルートを変更する場合は、消防庁、調

整本部及び後方支援本部に対して報告するものとする。 

３ 石川県大隊長等又はブロック中隊長は、関係機関と連携して情報収集に努めるととも

に、次に掲げる事項について各小隊に周知し、進出拠点へ進出するものとする。 

(1) 被災地の被害概要 

(2) 石川県大隊等の活動地域及び任務 

(3) 石川県大隊等の進出拠点及び出動ルート 

(4) その他必要な事項 
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（高速自動車国道等の通行） 

第 17 高速自動車国道等の通行については、次に掲げるとおり行うものとする。 

(1) 被災地への出動途上等で道路交通法第 39条に基づく緊急走行を行う場合は、料金所

一般レーンにて、緊急消防援助隊として出動中である旨を申し出るものとする。 

(2) 緊急走行以外の場合は、料金所一般レーンにて、緊急消防援助隊として出動中又は

帰署（所）途上である旨を申し出て、別紙第２「公務従事車両証明書」を提出するもの

とする。 

(3) 緊急やむを得ず当該証明書を持参できない場合、小隊長は、所属消防本部名及び職

階級が明示された職務上使用している名刺の裏面に、通過日時、当該車両の番号を記

入して提出するものとする。 

(4) 名刺を提出した場合、後日、石川県を通じて消防庁へ公務従事証明書を提出するも

のとする。 

 

（情報共有） 

第 18 被災地へ出動する緊急消防援助隊は、緊急消防援助隊動態情報システム及び支援情

報共有ツールを活用し、被災地に向かう途上の道路情報、給油情報等について情報共

有に努めるものとする。 

 

（進出拠点到着） 

第 19 石川県大隊長等は、進出拠点到着後、速やかに都道府県大隊名（又は部隊名。以下

同じ。）、規模及び保有資機材等について調整本部に対して報告するとともに、応援

先市町村、任務等を確認するものとする。なお、進出拠点に受援都道府県の消防職員

等がいる場合は、同職員を通して行うものとする。 

２ 進出拠点が高速道路のインターチェンジ等の場合は、石川県大隊長等（ＮＢＣ災害即

応部隊長は除く。）のみが先行して前項の任務を行い、無線等により石川県大隊等に対

して必要な指示を行う等、進出拠点を速やかに通過するための対策を講ずるものとする。 

 

（現地到着） 

第 20 石川県大隊長等は、応援先市町村到着後、速やかに都道府県大隊名、規模及び保有

資機材等について指揮者及び指揮支援本部長に対して報告するとともに、次に掲げる

事項について確認するものとする。 

(1) 災害状況 

(2) 活動方針 

(3) 活動地域及び任務 

(4) 石川県大隊本部の設置場所 

(5) 安全管理に関する体制 

(6) 使用無線系統 
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(7) 地理及び水利状況 

(8) その他活動上必要な事項 

２ 石川県大隊長が自ら統合機動部隊長として出動した場合は、後続する石川県大隊が応

援先市町村到着後、統合機動部隊長が石川県大隊長の職務に就くものとする。なお、統

合機動部隊長が、石川県大隊長の職務に就いた際は、指揮者及び指揮支援本部長に対し

て速やかに報告するものとする。 

３ 統合機動部隊を構成する小隊等は、後続する石川県大隊が被災地に到着後は、石川県

大隊に帰属し、石川県大隊長の指揮の下、石川県大隊を構成する小隊等として活動する

ものとする。 

 

第４章 現場活動 

（石川県大隊本部の設置） 

第 21 石川県大隊長は、石川県大隊長を本部長とする石川県大隊本部を設置するものとす

る。 

２ 石川県大隊長は、必要に応じて調整本部又は指揮支援本部に連絡員を派遣し、情報収

集及び情報提供を行うものとする。 

３ 石川県大隊長は、災害の状況により必要があるときは、安全管理担当要員（小隊）を

配置する等、安全管理の徹底を図るものとする。 

４ 石川県大隊長は、被害状況及び石川県大隊の活動を記録（動画及び静止画によるもの

を含む。）する要員を配置するものとする。 

 

（活動時における無線通信運用及び情報収集） 

第 22 活動時の無線通信運用体制は、別表第 11のとおりとする。 

２ 通信支援小隊は、被災地において通信が途絶した場合に、石川県大隊等の通信を確保

するとともに、被災地における情報収集を積極的に行い、消防庁、都道府県・市町村災

害対策本部、後方支援本部等へ画像伝送等を行うものとする。 

 

（各隊の保有資機材等） 

第 23 後方支援中隊の保有資機材は、別表第６のとおり。 

２ 後方支援中隊を除く各隊の保有資機材は、別表第 12のとおり。 

 

（日報） 

第 24 石川県大隊長等は、指揮支援本部長に対して運用要綱別記様式２により活動日報を

報告するとともに、後方支援本部に対して情報提供を行うものとする。 

 

第５章 後方支援活動 

（後方支援本部の設置） 
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第 25 石川県大隊等が出動する場合は、代表消防機関に後方支援本部を設置するものとす

る。 

２ 後方支援本部長は、金沢市消防局の消防長又はその委任を受けた者をもって充てるも

のとする。 

３ 本部員は、金沢市消防局の職員をもって充てるものとする。 

４ 後方支援本部長は、石川県及び必要と認める消防本部に対して連絡員の派遣を求める

ことができるものとする。 

５ 後方支援本部は、石川県大隊等の活動が円滑に行われるために、次に掲げる任務を行

うものとする。 

(1) 消防庁、指揮支援（部）隊長、都道府県大隊長等及び関係機関との各種連絡調整 

(2) 石川県大隊等の出動、集結及び活動に係る調整 

(3) 石川県大隊等の隊数及び人員数の集計 

(4) 石川県大隊等の活動記録の集約  

(5) 各消防本部に対する石川県大隊等の活動状況に関する情報提供  

(6) 石川県大隊等に対する災害に関する情報提供  

(7) 必要な資機材等の手配及び提供  

(8) 交替要員及び増援隊の派遣に関する調整  

(9) 後方支援に係る石川県との調整  

（10）その他必要な事項 

 

（後方支援中隊の任務等） 

第 26 後方支援中隊は、石川県大隊長又は部隊長の指揮の下、次に掲げる任務を行うもの

とする。 

(1) 後方支援本部との連絡 

(2) 宿営場所の設置及び維持 

(3) 物資の調達及び搬送 

(4) 交替要員の搬送 

(5) 活動の記録 

(6) その他必要な事項 

 

（相互協力） 

第 27 石川県及び各消防本部は、石川県大隊等の活動が円滑かつ効果的に行われるように、

人員搬送、燃料調達、食料調達等の後方支援体制の構築のため相互協力に努めるもの

とする。ただし、原則として、出動した小隊等の属する消防本部が、当該小隊等の活

動に必要な食料調達を行うこととする。 

 

第６章 活動終了 
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（石川県大隊等の引揚げ） 

第 28 石川県大隊長等は、指揮支援本部長から引揚げの連絡があった場合は、被災地にお

ける活動を終了するものとする。 

２ 石川県大隊長等は、前項の規定により被災地における活動を終了した場合は、次に掲

げる事項について指揮支援本部長に報告し、指揮支援本部長の了承を得て引揚げるもの

とする。 

  (1) 石川県大隊等の活動概要（時間、場所、隊数等） 

  (2) 活動中の異常の有無 

  (3) 隊員の負傷の有無 

  (4) 車両、資機材等の損傷の有無 

  (5) その他必要な事項 

 

（帰署(所)報告） 

第 29 緊急消防援助隊として出動した小隊等の所属する消防本部は、当該小隊等の最終帰

署(所)後、石川県及び後方支援本部に対して速やかに報告するものとする。 

２ 石川県は、石川県内の消防本部に属する小隊等の最終帰署(所)後、消防庁に対して速

やかに報告するものとする。 

 

第７章 活動報告等 

（活動結果報告） 

第 30 緊急消防援助隊として出動した小隊等の所属する消防本部は、当該小隊等の最終帰

署(所)後、石川県及び代表消防機関に対して要請要綱別記様式５－１、５－２により、

速やかに活動報告を行うものとする。 

２ 石川県は、各消防本部からの報告を取りまとめて、消防庁及び受援都道府県に対して

要請要綱別記様式第５－１、５－２により、速やかに活動報告を行うものとする。 

 

第８章 その他 

（航空部隊の応援等） 

第 31 航空部隊に係る応援等については、別に定めるものとする。 

 

（事前準備） 

第 32 各消防本部は、石川県大隊等の活動が円滑かつ効果的に行われるように、出動する

隊員の選定方法等の出動に係る事前計画を定めておくものとする。 

２ 石川県及び各消防本部は、後方支援資機材、食料等の整備に努めるものとする。 

 

附 則 

この計画は、平成２０年８月２７日から施行する。 
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附 則 

  この計画は、平成２４年３月１５日から施行する。 

附 則 

  この計画は、平成２６年３月２５日から施行する。 

附 則 

  この計画は、令和３年３月２６日から施行する。 

 



別表第１

№ 用語 内容 備考

1 法 「消防組織法（昭和22年12月23日法律第226号）」をいう。

2 政令
「緊急消防援助隊に関する政令（平成15年８月29日政令第379号）」をい
う。

3 基本計画
「緊急消防援助隊の編成及び施設の整備等に係る基本的な事項に関する
計画（平成16年２月６日消防震第９号）」をいう。

4 運用要綱
「緊急消防援助隊の運用に関する要綱（平成16年３月26日消防震第19
号）」をいう。

5 アクションプラン
基本計画第４章４に基づき、長官が別に定めた出動に係る計画。具体的に
は「首都直下地震における緊急消防援助隊アクションプラン」、「南海トラフ
地震における緊急消防援助隊アクションプラン」を指す。

6 政令市等 東京都特別区及び政令指定都市をいう。

7 応援等 災害が発生した市町村の消防の応援又は支援をいう。 法第44条第１項

8 長官 消防庁長官をいう。

9 応援都道府県 緊急消防援助隊を出動させる又は出動させた都道府県をいう。 運用要綱第２条(７)

10 第一次出動都道府県
大規模災害又は特殊災害が発生した場合、原則として第一次的に応援出
動する都道府県をいう。

基本計画
第４章２（１）

11 出動準備都道府県
大規模災害又は特殊災害が発生したとの情報を得た場合、速やかに応援
出動の準備を行う都道府県をいう。

基本計画
第４章２（２）

12 ブロック
都道府県大隊の迅速な出動及び効果的な後方支援活動を図るため、都
道府県内の消防本部をグループ分けしたものをいう。

13 幹事消防本部
ブロック内の緊急消防援助隊に係る連絡及び調整の取りまとめを行う消防
本部をいう。

14 後方支援本部
出動した部隊の円滑な後方支援を実施するため、応援都道府県に属する
代表消防機関に設置する本部をいう。

運用要綱第13条

15 集結場所
都道府県大隊、統合機動部隊、エネルギー・産業基盤災害即応部隊及び
土砂・風水害機動支援部隊が、被災地へ向かう前に集結する都道府県内
又はその周辺の場所をいう。

運用要綱第21条（１）

16 進出拠点
緊急消防援助隊が被災地に進出するための目標とする拠点（一次的に集
結する場所を含む。）をいう。

運用要綱第２条(15)

17 受援都道府県
緊急消防援助隊による応援等を受ける又は受けた被災地の属する都道府
県をいう。

要請要綱第２条(６)

18 被災地 大規模災害又は特殊災害が発生した市町村をいう。
基本計画
第１章第２節

19 被災地消防本部 被災地を管轄する消防本部をいう。 運用要綱第２条(１)

20 指揮本部 被災地消防本部の指揮本部をいう。 運用要綱第２条(２)

21 指揮者 被災地の市町村長又はその委任を受けた消防長をいう。
基本計画
第２章第５節１(４)

22 調整本部
被災地の応援等のため当該都道府県及び当該都道府県の区域内の市町
村が実施する措置の総合調整を円滑に実施するため、被災地の属する都
道府県知事が設置する消防応援活動調整本部をいう。

法第44条の２

23 指揮支援本部
被災地の消防本部及び消防団、都道府県内消防応援隊並びに緊急消防
援助隊の活動調整、関係機関との活動調整、調整本部に対する報告等を
行うため、指揮支援隊長等を本部長として被災地に設置する本部をいう。

運用要綱第25条

用語の定義
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24 指揮支援部隊

大規模災害又は特殊災害の発生に際し、ヘリコプター等で緊急に被災地
に赴き、災害に関する情報を収集し、長官及び関係のある都道府県知事
等に伝達するとともに、被災地における緊急消防援助隊に係る指揮が円
滑に行われるように支援活動を行うことを任務とする部隊をいう。

基本計画
第２章第５節１（１）

25 指揮支援部隊長
指揮支援部隊を統括し、被災地に係る都道府県災害対策本部長又は調
整本部長を補佐し、及び指揮を受け被災地における緊急消防援助隊の活
動を管理することを任務とする者をいう。

基本計画
第２章第５節１(３)

26 指揮支援隊長
被災地の指揮者を補佐し、及び指揮者の指揮を受け被災地における緊急
消防援助隊の活動を管理することを任務とする者をいう。

基本計画
第２章第５節１(４)

27 都道府県大隊本部
都道府県大隊の活動管理、後方支援等を行うため、都道府県大隊長が設
置する本部をいう。

運用要綱第28条

28 都道府県大隊長
都道府県大隊を統括して被災地へ赴くとともに、指揮者の指揮の下、指揮
支援隊長の管理を受け、被災地における都道府県大隊の活動を指揮する
ことを任務とする者をいう。

基本計画
第２章第２節３

29 都道府県大隊指揮隊
被災地における都道府県大隊の活動の指揮を行うことを任務とする隊をい
う。

基本計画
第２章第３節１

30 統合機動部隊

長官の出動の求め又は指示後、迅速に出動し、被災地において消防活動
を緊急に行うとともに、都道府県大隊が後続する場合に当該都道府県大
隊の円滑な活動に資する情報の収集及び提供を行うことを任務とする部
隊をいう。

基本計画
第２章第５節２

31

エネルギー・産業基盤災害
即応部隊（ドラゴンハイ
パー・コマンドユニット）

石油コンビナート、化学プラント等エネルギー・産業基盤の立地する地域に
おける特殊災害に対し、高度かつ専門的な消防活動を迅速かつ的確に行
うことを任務とする部隊をいう。

基本計画
第２章第５節３

32 ＮＢＣ災害即応部隊
ＮＢＣ災害に対し、高度かつ専門的な消防活動を迅速かつ的確に行うこと
を任務とする部隊をいう。

基本計画
第２章第５節４

33 土砂・風水害機動支援部隊
土砂災害又は風水害に対し、他の都道府県大隊等と連携し、重機等を用
いた消防活動を迅速かつ的確に行うことを任務とする部隊をいう。

基本計画
第２章第５節５

34 迅速出動

法第44条に基づき、あらかじめ長官と都道府県知事及び市町村長の間で
一定条件付きの緊急消防援助隊の出動等に関する措置要求等の準備行
為を行っておき、災害等の規模が該当条件を満たした場合に当該措置要
求を行い、これに応じて出動することをいう。

要請要綱第２条（14）

35 国家的な非常災害

災害対策基本法第105 条第１項に基づき内閣総理大臣が「災害緊急事
態」の布告を発する極めて甚大な被害を伴う災害であり、消防組織法第44
条第５項に基づく消防庁長官が緊急消防援助隊の出動のために必要な措
置を取るよう指示することとなる災害をいう。首都直下地震や南海トラフ地
震などの災害をいう。

36
国家的な非常災害

以外の災害

首都直下地震や南海トラフ地震など全国的な応援が必要な災害以外で、
かつ、特定の隊に限定せず消火、救助、救急の各小隊など多くの隊が必
要となる災害をいう。

37 陸上隊 航空部隊及び水上小隊以外の隊をいう。

38 第一次編成陸上隊
都道府県大隊が出動する際、統合機動部隊に引き続き出動する小隊の集
まりをいう。

39 第二次編成陸上隊

第一次編成陸上隊に引き続き出動する小隊の集まりをいう。
比較的走行速度が遅い車両（後方支援小隊、特殊災害小隊、特殊装備小
隊等）又は出動準備に時間を要する一部の小隊（後方支援小隊等）により
構成される。

40 特別編成陸上隊
国家的な非常災害において、国家的な非常災害以外の災害における出
動隊とは別に、派遣元消防本部の消防力を維持するための補完体制を整
えた上で特別に編成する隊をいう。

41 ＮＢＣ災害 政令第１条に規定する原因により生ずる特殊な災害をいう。 政令第１条

42 部隊移動

法第44条の規定に基づく長官の措置の求め又は指示により、被災地にお
いて既に行動している緊急消防援助隊が都道府県をまたいで別の被災地
へ出動すること、又は法第44条の３の規定に基づく都道府県知事の指示
により、被災地において既に行動している緊急消防援助隊が当該都道府
県内の別の被災地に出動することをいう。

要請要綱第２条(18)
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0
-
9
7
3
4

0
1
4
-
7
0
0
-
1
0
-
7
4
0

関
 
係

 
機

 
関

 
連

 
絡

 
先

 
（

そ
の

３
）

0
2
7
-
4
0
1
-
8
8
0
0

0
3
3
-
1
0
1
-
6
2
3
0
-
0
3
9

横
 
浜

 
市

消
 
防

 
局

川
 
崎

 
市

消
 
防

 
局

相
模

原
市

消
 
防

 
局

0
1
4
-
5
5
7
-
9
2
1
1

0
1
4
-
5
5
7
-
9
2
0
0

0
2
8
-
1
0
0
-
6
2

名
古

屋
市

消
 
防

 
局

京
 
都

 
市

消
 
防

 
局

大
 
阪

 
市

消
 
防

 
局

北
九

州
市

消
 
防

 
局

1
0
0
-
1
1
1

1
0
0
-
1
1
5

関
係

機
関

名
連

絡
先

新
 
潟

 
市

消
 
防

 
局

指 揮 支 援 隊

神
 
戸

 
市

消
 
防

 
局

岡
 
山

 
市

消
 
防

 
局

広
 
島

 
市

消
 
防

 
局

堺
　

　
市

消
 
防

 
局

静
 
岡

 
市

消
 
防

 
局

1
3
0
-
6
7
3
0

浜
 
松

 
市

消
 
防

 
局

福
 
岡

 
市

消
 
防

 
局
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別
表
第
３

電
話

Ｆ
Ａ

Ｘ
電

　
話

Ｆ
Ａ

Ｘ
電

話
Ｆ

Ａ
Ｘ

昼
間

警
備

課
0
7
6
-
2
2
5
-
0
1
1
0

内
(
5
7
2
2
)

0
1
7
-
1
1
1
-
6
2
3
0

夜
間

総
合

当
直

0
7
6
-
2
2
5
-
0
1
1
0

内
(
2
0
7
0
)

0
1
7
-
1
1
1
-
6
2
3
5

昼
間

0
7
6
1
-
2
2
-
2
1
0
1

(
内

)
2
3
1

0
7
6
-
2
4
1
-
2
1
7
1

(
内

)
2
1
3

夜
間

0
7
6
-
-
2
4
1
-
2
1
7
1

(
内

)
3
0
2

石
川

県
防

災
シ

ス
テ

ム
(
内

)
6
5
5
2

昼
間

防
衛

班
0
7
6
1
-
2
2
-
2
1
0
1

(
内

)
2
3
1

夜
間

防
衛

部
当

直
0
7
6
1
-
2
2
-
2
1
0
1

(
内

)
3
5
1

昼
間

夜
間

昼
間

夜
間

昼
間

夜
間

警
備

救
難

課

地
域

衛
星

通
信

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

第
３

科

第
三

幕
僚

室

第
九

管
区

海
上

保
安

本
部

七
尾

海
上

保
安

部

0
7
6
-
2
2
5
-
0
2
3
3

－
－

－

－
－

0
1
7
-
1
1
1
-
7
5
6
4

石
川

県
警

察
本

部

陸
上

自
衛

隊
第

1
4
普

通
科

連
隊

航
空

自
衛

隊
第

６
航

空
団

海
上

自
衛

隊
舞

鶴
地

方
総

監
部

第
九

管
区

海
上

保
安

本
部

金
沢

海
上

保
安

部

－
－

0
7
6
-
1
1
1
-
7
5
5
2

0
1
7
-
1
1
1
-
7
5
6
2

－
－

－
－

－

関
 
係

 
機

 
関

 
連

 
絡

 
先

 
（

そ
の

４
）

関
係

機
関

名
連

絡
先

Ｎ
Ｔ

Ｔ
回

線
消

防
防

災
無

線

0
7
6
1
-
2
2
-
3
7
5
1

0
7
7
3
-
6
2
-
2
2
5
0

(
内

)
2
2
4

0
7
7
3
-
6
4
-
3
6
0
9

－
－

－

警
備

救
難

課
－

－
－

－
0
7
6
7
-
5
3
-
2
2
3
1

0
7
6
7
-
5
3
-
5
7
4
1

0
7
6
-
2
6
6
-
6
1
1
8

0
7
6
-
2
6
8
-
0
3
5
6

0
1
7
-
1
1
1
-
7
5
5
4
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別
表
第
３

（
南

海
ト

ラ
フ

地
震

に
お

け
る

緊
急

消
防

援
助

隊
ア

ク
シ

ョ
ン

プ
ラ

ン
）

電
話

Ｆ
Ａ

Ｘ
電

　
話

Ｆ
Ａ

Ｘ
電

話
Ｆ

Ａ
Ｘ

昼
間

消
防

保
安

課
0
8
8
-
6
2
1
-
2
2
8
4

0
8
8
-
6
2
1
-
2
8
4
9

3
6
-
9
3
5
6

3
6
-
2
9
8
4

0
3
6
-
2
1
1
-
2
2
8
4

0
3
6
-
2
1
1
-
7
9
1
5

夜
間

県
庁

衛
視

室
0
8
8
-
6
2
1
-
2
0
5
7

0
8
8
-
6
2
4
-
1
0
6
3

3
6
-
2
0
5
7

3
6
-
2
0
5
7

0
3
6
-
2
1
1
-
2
0
5
7

0
3
6
-
2
1
1
-
7
9
1
6

昼
間

消
防

防
災

安
全

課
0
8
9
-
9
1
2
-
2
3
1
6

0
8
9
-
9
4
1
-
0
1
1
9

3
8
-
2
3
1
6

3
8
-
2
3
2
8

0
3
8
-
2
0
0
-
2
3
1
6

夜
間

防
災

危
機

管
理

課
(
宿

直
)

0
8
9
-
9
4
1
-
2
1
6
0

0
8
9
-
9
4
1
-
2
1
6
0

3
8
-
2
3
2
4

3
8
-
2
3
2
8

0
3
8
-
2
0
0
-
2
3
2
8

（
首

都
直

下
地

震
に

お
け

る
緊

急
消

防
援

助
隊

ア
ク

シ
ョ

ン
プ

ラ
ン

） 電
話

Ｆ
Ａ

Ｘ
電

　
話

Ｆ
Ａ

Ｘ
電

話
Ｆ

Ａ
Ｘ

昼
間

防
災

管
理

課
0
3
-
5
3
8
8
-
2
4
5
7

0
3
-
5
3
8
8
-
1
2
7
0

1
3
-
7
0
6
7
1

1
3
-
7
0
0
2
3

0
1
3
-
1
0
0
-
7
0
6
7
1

夜
間

夜
間

防
災

連
絡

室
0
3
-
5
3
8
8
-
2
4
5
9

0
3
-
5
3
8
8
-
1
9
5
8

1
3
-
7
0
3
4
9

1
3
-
7
0
0
2
3

0
1
3
-
1
0
0
-
7
0
3
4
9

重
点

受
援

県
連

絡
先

Ｎ
Ｔ

Ｔ
回

線
消

防
防

災
無

線
地

域
衛

星
通

信
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク

0
3
8
-
2
0
0
-
2
3
2
7

0
1
3
-
1
0
0
-
7
0
0
1
3

関
 
係

 
機

 
関

 
連

 
絡

 
先

 
（

そ
の

５
）

重
点

受
援

県
連

絡
先

Ｎ
Ｔ

Ｔ
回

線
消

防
防

災
無

線
地

域
衛

星
通

信
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク

徳
島

県

愛
媛

県

東
京

都
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別
表
第
４

令
和

２
年

４
月

１
日

現
在

毒 劇 物 等 対 応 小 隊

大 規 模 危 険 物 火 災 等 対 応 小 隊

密 閉 空 間 火 災 等 対 応 小 隊

遠 距 離 大 量 送 水 小 隊

消 防 活 動 二 輪 小 隊

震 災 対 応 特 殊 車 両 小 隊

水 難 救 助 小 隊

そ の 他

小  隊  数

重 複 除 く

奥
能

登
広

域
圏

事
務

組
合

消
防

本
部

5
4

2
1
1

1
1

七
尾

鹿
島

消
防

本
部

2
1

1
1

1
6

6

羽
咋

郡
市

広
域

圏
事

務
組

合
消

防
本

部
3

1
1

5
5

能
登

ブ
ロ

ッ
ク

　
計

0
0

0
0

0
1
0

1
6

4
0

0
0

0
0

0
0

0
1

0
0

0
2
2

2
2

か
ほ

く
市

消
防

本
部

1
1

2
2

津
幡

町
消

防
本

部
1

1
1

3
3

内
灘

町
消

防
本

部
1

1
2

2

金
沢

市
消

防
局

1
1

1
7

1
4

6
1

3
3

1
4

3
3

2
8

白
山

野
々

市
消

防
本

部
2

3
1

1
1

1
9

9

石
川

中
央

ブ
ロ

ッ
ク

　
計

0
1

3
1

0
1
2

3
7

9
1

3
3

0
0

1
0

0
5

0
0

0
4
9

4
4

能
美

市
消

防
本

部
3

1
4

4

小
松

市
消

防
本

部
2

1
1

1
1

6
6

加
賀

市
消

防
本

部
2

1
1

4
4

加
賀

ブ
ロ

ッ
ク

　
計

0
0

0
0

0
7

1
2

3
0

0
0

0
0

0
0

0
1

0
0

0
1
4

1
4

1
1

1
3

3

1
1

3
1

0
2
9

5
1
5

1
6

1
3

3
0

0
1

0
0

7
0

1
1

8
8

8
3

合
　

計消 防 本 部 名

通 信 支 援 小 隊

特
殊

災
害

小
隊

石
川

県

能 登 ブ ロ ッ ク 石 川 中 央 ブ ロ ッ ク 加 賀 ブ ロ ッ ク

石
　

川
　

県
　

の
　

登
　

録
　

隊

航 空 指 揮 支 援 隊

統 合 機 動 部 隊 指 揮 隊

土 砂 ・ 風 水 害 機 動 支 援 部 隊 指 揮 隊

都 道 府 県 大 隊 指 揮 隊

消 火 小 隊

救 助 小 隊

救 急 小 隊

後 方 支 援 小 隊

特
殊

装
備

小
隊

航 空 小 隊

水 上 小 隊

合
　

計
航 空 後 方 支 援 小 隊

Ｎ Ｂ Ｃ 災 害 即 応 部 隊 指 揮 隊

ブ ロ ッ ク 名
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・　国家的な非常災害以外の災害においては、統合機動部隊、第一次編成陸上隊、第二次編成陸上隊が出動するものとする。

救

助

工

作

車

津

波

・

大

規

模

風

水

害

対

策

車

支

援

車

Ⅰ

型

拠

点

機

能

形

成

車

支

援

車

Ⅱ

型

資

機

材

搬

送

車

支

援

車

Ⅲ

型

人

員

輸

送

車

支

援

車

Ⅳ

型

機

動

連

絡

車

燃

料

補

給

車

(

大

規

模

危

険

物

火

災

等

対

応

小

隊

)

大

型

化

学

車

(

大

規

模

危

険

物

火

災

等

対

応

小

隊

)

大

型

高

所

放

水

車

(

大

規

模

危

険

物

火

災

等

対

応

小

隊

)

泡

原

液

搬

送

車

(

大

規

模

危

険

物

火

災

等

対

応

小

隊

)

大

型

放

水

砲

搭

載

ホ
ー

ス

延

長

車

(
大

規

模

危

険

物

火

災

等

対

応

小

隊

)

大

容

量

送

水

ポ

ン

プ

車

（

震

災

対

応

特

殊

車

両

小

隊
）

震

災

工

作

車

（

震

災

対

応

特

殊

車

両

小

隊
）

重

機

及

び

重

機

搬

送

車

（

そ

の

他

の

特

殊

装

備

小

隊
）

中

型

水

陸

両

用

車

及

び

搬

送

車

1 1 1 (1) 1 2 (2) 1 7

1 1 2

1 (1) 1

1 1

1 (1) 1 2

1 3 3 (3) 3 2 (2) 1 13

かほく市消防本部

津幡町消防本部 1 (1) 1

内灘町消防本部 1 (1) 1

金沢市消防局 1 (1) 1

白山野々市
広域消防本部

1 1 (1) 2

能美市消防本部 1 1 (1) 2

小松市消防本部 1 1 (1) 2

加賀市消防本部 1 1 (1) 2

1 1 1 1 7 (6) (1) 11

奥能登広域圏
事務組合消防本部 1 1 1 (1) 3

七尾鹿島消防本部 1 1 (1) 2

羽咋郡市広域圏
事務組合消防本部 1 1 (1) 2

2 1 1 3 (2) (1) 7

1 1 6 5 (3) 5 12 (2) (8) (1) (1) 1 31

奥能登広域圏
事務組合消防本部

1 1 2

七尾鹿島消防本部 1 1 2

羽咋郡市広域圏
事務組合消防本部

1 1

かほく市消防本部

津幡町消防本部

内灘町消防本部

金沢市消防局 2 1 3

白山野々市
広域消防本部

1 2 3

能美市消防本部 1 1

小松市消防本部 1 1

加賀市消防本部 2 2

1 10 4 15

・　特別編成陸上隊は、国家的な非常災害において特別に編成を行い、出動するものとする。

別表第５

石川県大隊の標準的な隊編成【富山方面】

令和３年１２月１日現在
・　本表は応援先都道府県が、北海道・青森県・秋田県・山形県・新潟県・富山県・山梨県・長野県・岐阜県・静岡県・愛知県・三重県の場合に適用する。

・　土砂・風水害における石川県大隊及び統合機動部隊の標準的な編成は、能美市消防本部の「消火小隊」を「救助小隊（津波・大規模風水害対策車）」に替える。

・　要請内容や被災地の状況等に応じて、この表に載せていない車両・小隊（特殊装備小隊等）を追加で出動（又は乗換えて出動）させるなど、出動車両を柔軟に変更・調整する。

消防本部名

(

兼

)

都

道

府

県

大

隊

　

指

揮

隊

統

合

機

動

部

隊

　

指

揮

隊

都

道

府

県

大

隊

　

指

揮

隊

　

　

　

災

害

即

応

部

隊

　

指

揮

隊

エ

ネ

ル

ギ
ー

・

産

業

基

盤

消

火

小

隊

救

助

小

隊

救

急

小

隊

後

方

支

援

小

隊

通

信

支

援

小

隊

特

殊

災

害

小

隊

特

殊

装

備

小

隊

合

　

計

内訳

統

合

機

動

部

隊

金沢市消防局

かほく市消防本部

津幡町消防本部

内灘町消防本部

白山野々市広域
消防本部

小　計

内訳 内訳 内訳

特別編成陸上隊　合計

第

一

次

編

成

陸

上

隊

石
川
中
央
ブ
ロ
ッ

ク

加
賀

ブ
ロ
ッ

ク

小　計

第

二

次

編

成

陸

上

隊

能
登
ブ
ロ
ッ

ク

小　計

大 隊 合 計

特
別
編
成
陸
上
隊

能

登
ブ
ロ
ッ

ク

石
川
中
央
ブ
ロ
ッ

ク

加
賀
ブ

ロ
ッ

ク
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救

助

工

作

車

津

波

・

大

規

模

風

水

害

対

策

車

支

援

車

Ⅰ

型

拠

点

機

能

形

成

車

支

援

車

Ⅱ

型

資

機

材

搬

送

車

支

援

車

Ⅲ

型

人

員

輸

送

車

支

援

車

Ⅳ

型

機

動

連

絡

車

燃

料

補

給

車

(

大

規

模

危

険

物

火

災

等

対

応

小

隊

)

大

型

化

学

車

(

大

規

模

危

険

物

火

災

等

対

応

小

隊

)

大

型

高

所

放

水

車

(

大

規

模

危

険

物

火

災

等

対

応

小

隊

)

泡

原

液

搬

送

車

(

大

規

模

危

険

物

火

災

等

対

応

小

隊

)

大

型

放

水

砲

搭

載

ホ
ー

ス

延

長

車

(
大

規

模

危

険

物

火

災

等

対

応

小

隊

)

大

容

量

送

水

ポ

ン

プ

車

（

震

災

対

応

特

殊

車

両

小

隊
）

震

災

工

作

車

（

震

災

対

応

特

殊

車

両

小

隊
）

重

機

及

び

重

機

搬

送

車

（

そ

の

他

の

特

殊

装

備

小

隊
）

中

型

水

陸

両

用

車

及

び

搬

送

車

1 1 1 (1) 1 2 (2) 1 7

1 (1) 1

1 1

1 (1) 1 2

1 1 2

1 3 3 (3) 3 2 (2) 1 13

かほく市消防本部 1 1 (1) 2

津幡町消防本部 1 1 (1) 2

内灘町消防本部 1 1 (1) 2

金沢市消防局 1 (1) 1

白山野々市広域
消防本部

1 1 (1) 2

能美市消防本部 1 (1) 1

小松市消防本部 1 (1) 1

加賀市消防本部 1 (1) 1

1 1 1 1 8 (7) (1) 12

奥能登広域圏
事務組合消防本部 1 1 1 (1) 3

七尾鹿島消防本部 1 1 (1) 2

羽咋郡市広域圏
事務組合消防本部 1 1 (1) 2

2 1 1 3 (2) (1) 7

1 1 6 5 (3) 5 13 (2) (9) (1) (1) 1 32

奥能登広域圏
事務組合消防本部

1 1 2

七尾鹿島消防本部 1 1 2

羽咋郡市広域圏
事務組合消防本部

1 1

かほく市消防本部

津幡町消防本部

内灘町消防本部

金沢市消防局 2 1 3

白山野々市
広域消防本部

1 2 1 4

能美市消防本部 1 1

小松市消防本部 1 1

加賀市消防本部 1 1

1 9 5 15

・　特別編成陸上隊は、国家的な非常災害において特別に編成を行い、出動するものとする。

別表第５

石川県大隊の標準的な隊編成【福井方面】

令和３年１２月１日現在

・　国家的な非常災害以外の災害においては、統合機動部隊、第一次編成陸上隊、第二次編成陸上隊が出動するものとする。

・　本表は応援先都道府県が、福井県・滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県の場合に適用する。    

・　土砂・風水害における石川県大隊及び統合機動部隊の標準的な編成は、能美市消防本部の「消火小隊」を「救助小隊（津波・大規模風水害対策車）」に替える。

・　要請内容や被災地の状況等に応じて、この表に載せていない車両・小隊（特殊装備小隊等）を追加で出動（又は乗換えて出動）させるなど、出動車両を柔軟に変更・調整する。

消防本部名

(

兼

)

都

道

府

県

大

隊

　

指

揮

隊

統

合

機

動

部

隊

　

指

揮

隊

都

道

府

県

大

隊

　

指

揮

隊

　

　

　

災

害

即

応

部

隊

　

指

揮

隊

エ

ネ

ル

ギ
ー

・

産

業

基

盤

消

火

小

隊

救

助

小

隊

救

急

小

隊

後

方

支

援

小

隊

通

信

支

援

小

隊

特

殊

災

害

小

隊

特

殊

装

備

小

隊

合

　

計

内訳 内訳 内訳 内訳

第

一

次

編

成

陸

上

隊

石
川
中
央
ブ
ロ
ッ

ク

加
賀

ブ
ロ
ッ

ク

小　計

統

合

機

動

部

隊

金沢市消防局

白山野々市広域
消防本部

能美市消防本部

小松市消防本部

加賀市消防本部

小　計

第

二

次

編

成

陸

上

隊

能
登
ブ
ロ
ッ

ク

小　計

特別編成陸上隊　合計

大 隊 合 計

特
別
編
成
陸
上
隊

能

登
ブ
ロ
ッ

ク

石
川
中
央
ブ
ロ
ッ

ク

加
賀
ブ

ロ
ッ

ク
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救

助

工

作

車

津

波

・

大

規

模

風

水

害

対

策

車

支

援

車

Ⅰ

型

拠

点

機

能

形

成

車

支

援

車

Ⅱ

型

資

機

材

搬

送

車

支

援

車

Ⅲ

型

人

員

輸

送

車

支

援

車

Ⅳ

型

機

動

連

絡

車

燃

料

補

給

車

(

大

規

模

危

険

物

火

災

等

対

応

小

隊

)

大

型

化

学

車

(

大

規

模

危

険

物

火

災

等

対

応

小

隊

)

大

型

高

所

放

水

車

(

大

規

模

危

険

物

火

災

等

対

応

小

隊

)

泡

原

液

搬

送

車

(

大

規

模

危

険

物

火

災

等

対

応

小

隊

)

大

型

放

水

砲

搭

載

ホ
ー

ス

延

長

車

(
大

規

模

危

険

物

火

災

等

対

応

小

隊

)

大

容

量

送

水

ポ

ン

プ

車

（

震

災

対

応

特

殊

車

両

小

隊
）

震

災

工

作

車

（

震

災

対

応

特

殊

車

両

小

隊
）

重

機

及

び

重

機

搬

送

車

（

そ

の

他

の

特

殊

装

備

小

隊
）

中

型

水

陸

両

用

車

及

び

搬

送

車

1 1 1 (1) 1 2 (2) 1 7

1 1 (1) 1 3

1 1

1 (1) 1 2

1 3 3 (3) 3 2 (2) 1 13

かほく市消防本部 1 1 (1) 2

津幡町消防本部 1 1 (1) 2

内灘町消防本部 1 1 (1) 2

金沢市消防局 1 (1) 1

白山野々市広域
消防本部

1 1 (1) 2

能美市消防本部 1 (1) 1

小松市消防本部 1 (1) 1

加賀市消防本部 1 1 (1) 2

1 2 1 1 8 (7) (1) 13

奥能登広域圏
事務組合消防本部 1 1 (1) 2

七尾鹿島消防本部 1 1 (1) 2

羽咋郡市広域圏
事務組合消防本部 1 1 (1) 2

1 1 1 3 (2) (1) 6

1 1 6 5 (3) 5 13 (2) (9) (1) (1) 1 32

奥能登広域圏
事務組合消防本部

2 1 3

七尾鹿島消防本部 1 1 2

羽咋郡市広域圏
事務組合消防本部

1 1

かほく市消防本部

津幡町消防本部

内灘町消防本部

金沢市消防局 2 1 3

白山野々市
広域消防本部

1 1 2

能美市消防本部 1 1

小松市消防本部 1 1

加賀市消防本部 1 1 2

1 9 5 15

・　特別編成陸上隊は、国家的な非常災害において特別に編成を行い、出動するものとする。

別表第５

石川県大隊の標準的な隊編成【岐阜方面】

令和３年１２月１日現在

・　国家的な非常災害以外の災害においては、統合機動部隊、第一次編成陸上隊、第二次編成陸上隊が出動するものとする。

・　本表は（旧）白山瀬女高原スキー場駐車場を集結場所とする場合に適用する。

・　土砂・風水害における石川県大隊及び統合機動部隊の標準的な編成は、能美市消防本部の「消火小隊」を「救助小隊（津波・大規模風水害対策車）」に替える。

・　要請内容や被災地の状況等に応じて、この表に載せていない車両・小隊（特殊装備小隊等）を追加で出動（又は乗換えて出動）させるなど、出動車両を柔軟に変更・調整する。

消防本部名

(

兼

)

都

道

府

県

大

隊

　

指

揮

隊

統

合

機

動

部

隊

　

指

揮

隊

都

道

府

県

大

隊

　

指

揮

隊

　

　

　

災

害

即

応

部

隊

　

指

揮

隊

エ

ネ

ル

ギ
ー

・

産

業

基

盤

消

火

小

隊

救

助

小

隊

救

急

小

隊

後

方

支

援

小

隊

通

信

支

援

小

隊

特

殊

災

害

小

隊

特

殊

装

備

小

隊

合

　

計

内訳 内訳 内訳 内訳

第

一

次

編

成

陸

上

隊

石
川
中
央
ブ
ロ
ッ

ク

加
賀
ブ
ロ
ッ

ク

小　計

統

合

機

動

部

隊

金沢市消防局

白山野々市広域
消防本部

能美市消防本部

小松市消防本部

小　計

第

二

次

編

成

陸

上

隊

能
登
ブ
ロ
ッ

ク

小　計

特別編成陸上隊　合計

大 隊 合 計

特
別
編
成
陸
上
隊

能
登
ブ

ロ
ッ

ク

石
川
中
央
ブ
ロ
ッ

ク

加
賀
ブ
ロ
ッ

ク
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別
表
第
６

令
和
元
年
８
月
１
日
現
在

支 援 車 Ｉ 型

支 援 車 Ⅱ 型

支 援 車 Ⅲ 型

支 援 車 Ⅳ 型

大 型 除 染 シ ス テ ム

搭 載 車

燃 料 補 給 車

航 空 隊 支 援 車

資 機 材 搬 送 車

人 員 輸 送 車

拠 点 機 能 形 成 車

機 動 連 絡 車

エ ア テ ン ト

テ ン ト

簡 易 テ ン ト

簡 易 ベ ッ ド

寝 袋 ・ シ ュ ラ フ

毛 布
枕

保 温 マ ッ ト

カ セ ッ ト コ ン ロ

ガ ス コ ン ロ

五 徳

後
方
支
援
中
隊
長

1
1

1
1

1
1

5
5

1
2
0

1
0
0

4
0

1
3

金
沢
市
消
防
局

(
1
)

(
1
)

(
1
)

(
5
)

(
5
)

(
1
0
0
)
(
1
0
0
)

(
1
)

(
3
)

1
1

4
2

1
4

1
5

1
1

4

1
2

1
1

1
8

8
2
0

1

(
1
)

1
1

1
3

1
3

1
3

1
3

1
1

1

(
1
)

(
1
)

(
8
)

(
8
)

(
8
)

1
1

8
8

8
8

1
1

(
1
)

(
8
)

(
8
)

(
8
)

1
1

5
5

5
1

2

1
1

1
7

7
7

1

(
1
)

(
7
)

(
7
)

(
7
)

羽
咋
郡
市
広
域
圏
事
務
組
合

1
1

1
8

1
3

8
2

消
防
本
部

(
1
)

(
1
)

(
8
)

(
8
)

(
8
)

1
1

1
1
5

1
5

1
5

7

奥
能
登
広
域
圏
事
務
組
合

1
1

2
1

8
3
2

3
0

8
2

1
1

消
防
本
部

(
1
)

(
1
)

(
8
)

(
8
)

(
8
)

1
1

2
1

0
1

0
8

1
0

1
1
6

6
1
1

2
1
6

2
1
6

1
3
7

0
5
6

1
3

6
5

(
1
)

(
0
)

(
1
)

(
0
)

(
0
)

(
1
)

(
0
)

(
1
)

(
1
)

(
0
)

(
1
)

(
1
1
)

(
0
)

(
5
)

(
1
3
9
)
(
1
3
9
)

(
0
)

(
0
)

(
3
9
)

(
0
)

(
1
)

(
3
)

石
川
県
合
計

石
川
県
大
隊
後
方
支
援
中
隊
の
編
成
及
び
保
有
資
機
材
（
そ
の
１
）

消
防
本
部
名

後
方
支
援
車
両
(
下
段
括
弧
数
は
無
償
使
用
車
両
数
)

後
方
支
援
資
機
材
（
下
段
括
弧
数
は
無
償
使
用
資
機
材
数
）

七
尾
鹿
島
消
防
本
部

小
松
市
消
防
本
部

白
山
野
々
市
広
域
消
防
本
部

加
賀
市
消
防
本
部

能
美
市
消
防
本
部

津
幡
町
消
防
本
部

内
灘
町
消
防
本
部
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別
表
第
６

令
和
元
年
８
月
１
日
現
在

ク ー ラ ー ボ ッ ク ス

簡 易 ト イ レ

暖 房 器 具

冷 房 器 具

蛍 光 灯 付 照 明

バ ル ー ン 型 投 光 器

延 長 コ ー ド

発 動 発 電 機

燃 料 携 行 缶

ポ リ 缶

折 畳 み テ ー ブ ル

折 畳 み イ ス

後
方
支
援
中
隊
長

4
1
0

8
6

2
4

5
5

5
7

1
6

2
0

4
5

金
沢
市
消
防
局

(
1
0
)

(
6
)

(
6
)

(
2
4
)

(
3
)

(
5
)

(
5
)

(
7
)

(
2
0
)

(
4
5
)

1
3

1
1

1
1

1
1

5
2

1
1
5

(
1
)

1
3

3
1

1
5

3
7

(
1
)

1
1

1
1

4
1

1
1

2
6

4
1
3

(
1
)

(
1
)

(
4
)

(
1
)

(
1
)

(
2
)

7
2

4
1

1
2

4

(
1
)

(
1
)

(
4
)

(
1
)

(
1
)

1
1

1
1

1
3

6

1
1

1
1

4
1

1
1

4
1

7

(
1
)

(
1
)

(
1
)

(
4
)

(
1
)

(
1
)

(
1
)

羽
咋
郡
市
広
域
圏
事
務
組
合

1
1

1
4

1
1

2
2

5

消
防
本
部

(
1
)

(
1
)

(
1
)

(
4
)

(
1
)

(
1
)

(
2
)

2
6

2
3

2
3

3
6

1

(
2
)

(
1
)

(
1
)

(
3
)

奥
能
登
広
域
圏
事
務
組
合

1
2

1
1

7
3

2
3

1
1
2

消
防
本
部

(
1
)

(
1
)

(
1
)

(
4
)

(
2
)

(
1
)

(
2
)

1
1

3
2

1
5

5
4

1
1

1
9

1
7

3
0

3
9

3
6

1
1
0

(
0
)

(
1
5
)

(
1
1
)

(
4
4
)

(
6
)

(
1
2
)

(
1
2
)

(
1
7
)

(
0
)

(
2
0
)

(
4
5
)

石
川
県
大
隊
後
方
支
援
中
隊
の
編
成
及
び
保
有
資
機
材
（
そ
の
２
）

津
幡
町
消
防
本
部

内
灘
町
消
防
本
部

白
山
野
々
市
広
域
消
防
本
部

石
川
県
合
計

後
方
支
援
資
機
材
（
下
段
括
弧
数
は
無
償
使
用
資
機
材
数
）

消
防
本
部
名

七
尾
鹿
島
消
防
本
部

小
松
市
消
防
本
部

加
賀
市
消
防
本
部

能
美
市
消
防
本
部
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別
表
第
７

令
和
３
年
４
月
１
日
現
在

検
知
・
救
助
隊

除
染
隊

救
助
・
工
作
車

水
槽
付
消
防

ポ
ン
プ
自
動
車

支
援
車
Ⅰ
型

支
援
車
Ⅱ
型

拠
点

機
能

形
成

車

金
沢
市
消
防
局

1
1

1
1

1
1

別
表
第
８

令
和
３
年
４
月
１
日
現
在

津
波
・
大
規
模

風
水
害
対
策
車

救
助
工
作
車

重
機

及
び

重
機
搬
送
車

水
陸
両
用
車
及
び

搬
送

車
支

援
車

等
燃
料
補
給
車

資
機
材
搬
送
車

七
尾
鹿
島
消
防
本
部

－
－

1
－

－
－

－
－

金
沢
市
消
防
局

1
－

－
－

－
2

1
－

能
美
市
消
防
本
部

－
1

－
－

－
－

－
－

金
沢
市
消
防
局
Ｎ
Ｂ
Ｃ
災
害
即
応
部
隊
の
編
成

土
砂
・
風
水
害

機
動
支
援
部
隊

指
揮

隊

そ
　
の
　
他
　
の
　
隊

Ｎ
Ｂ
Ｃ
災
害

即
応

部
隊

指
揮

隊
消
防
本
部
名

後
方
支
援
小
隊

石
川
県
土
砂
・
風
水
害
機
動
支
援
部
隊
の
編
成

消
防
本
部
名

救
助
中
隊

特
殊
装
備
中
隊
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地
震
災
害
時
に
出
動
等
の
対
象
と
な
る
事
象
(
ア
ク
シ
ョ
ン
プ
ラ
ン
適
用
災
害
は
除
く
。
)

複
数
県

１
県

複
数
県

１
県

複
数
県

１
県

複
数
県

１
県

迅
速
出
動

※
1

（
準
備
）

（
準
備
）

（
準
備
）

※
1
　
地
震
の
震
央
が
海
域
の
場
合
は
、
迅
速
出
動
は
行
わ
ず
出
動
準
備
を
行
う
。

ア
ク
シ
ョ
ン
プ
ラ
ン
適
用
時
に
お
け
る
応
援
先
都
県

中
部
地
方

で
被
害
大

徳
島
県

近
畿
地
方

で
被
害
大

徳
島
県

四
国
地
方

で
被
害
大

愛
媛
県

九
州
地
方

で
被
害
大

愛
媛
県

広
域
進
出
拠
点

大
　
隊

進
出
拠
点

関
越
自
動
車
道
上
り

高
坂
S
A

＜
南
海
ト
ラ
フ
地
震
＞

・
発
生
し
た
地
震
の
震
央
地
名
が
、
南
海
ト
ラ
フ
地
震
の
想
定
震
源
断
層
域
の
地
名
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
、
発
生
し
た
地

震
に
よ
り
中
部
地
方
、
近
畿
地
方
及
び
四
国
・
九
州
地
方
の
３
地
域
の
い
ず
れ
に
お
い
て
も
、
震
度
６
強
以
上
が
観
測
さ
れ

た
場
合
又
は
大
津
波
警
報
が
発
表
さ
れ
た
場
合

・
発
生
し
た
地
震
の
震
央
地
名
が
、
南
海
ト
ラ
フ
地
震
の
想
定
震
源
断
層
域
の
地
名
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
、
マ
グ
ニ

チ
ュ
ー
ド
8
.
0
以
上
の
地
震
が
発
生
し
、
南
海
ト
ラ
フ
地
震
臨
時
情
報
（
巨
大
地
震
警
戒
）
が
発
表
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
場

合 ・
南
海
ト
ラ
フ
地
震
の
被
害
と
同
程
度
の
被
害
が
見
込
ま
れ
、
又
は
本
ア
ク
シ
ョ
ン
プ
ラ
ン
に
基
づ
き
緊
急
消
防
援
助
隊
を

運
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
迅
速
か
つ
的
確
な
対
応
が
可
能
で
あ
る
と
長
官
が
判
断
し
た
場
合

即
時
応
援

北
陸
自
動
車
道
下
り

尼
御
前
S
A

加
賀
市
消
防
本
部

名
神
高
速
道
路
下
り

吹
田
S
A

※
消
防
庁
が
消
防
応
援

活
動
調
整
本
部
と
調
整

の
上
、
決
定
す
る
。

＜
首
都
直
下
地
震
＞

・
東
京
2
3
区
の
区
域
に
お
い
て
震
度
６
強
以
上
が
観
測
さ
れ
た
場
合

・
首
都
直
下
地
震
の
被
害
と
同
程
度
の
被
害
が
見
込
ま
れ
、
又
は
本
ア
ク
シ
ョ
ン
プ
ラ
ン
に
基
づ
き
緊
急
消
防
援
助
隊
を
運

用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
迅
速
か
つ
的
確
な
対
応
が
可
能
で
あ
る
と
長
官
が
判
断
し
た
場
合

即
時
応
援

東
京
都

北
陸
自
動
車
道
上
り

不
動
寺
P
A

金
沢
市
消
防
局

集
結
場
所

担
当
消
防
本
部

迅
速
出
動
　
※
1

ア
ク
シ
ョ
ン
プ
ラ
ン
の
種
別

応
援
編
成
の
区
分

応
援
先
都
県

集
結
場
所

（
準
備
）

大
　
隊

（
準
備
）

（
準
備
）

富
山
県
、
福
井
県

（
石
川
県
大
隊
が
第
１
次
出
動
都
道
府
県
大
隊
と
な

る
対
象
の
都
道
府
県
）

統
合
機
動
部
隊

迅
速
出
動
　
※
1

北
海
道
、
青
森
県
、
秋
田
県
、
山
形
県
、
新
潟

県
、
山
梨
県
、
長
野
県
、
岐
阜
県
、
静
岡
県
、

愛
知
県
、
三
重
県
、
滋
賀
県
、
京
都
府
、
大
阪

府
、
兵
庫
県
、
奈
良
県
、
和
歌
山
県

（
石
川
県
大
隊
が
出
動
準
備
都
道
府
県
大
隊
と

な
る
対
象
の
都
道
府
県
）

統
合
機
動
部
隊

迅
速
出
動

※
1

（
準
備
）

別
表
第
９

地
震
等
の
出
動
等
に
係
る
取
決
め

災
害
発
生
都
道
府
県

隊
種
別

災
害
種
別

地
　
震

大
津
波
警
報

最
大
震
度
７

最
大
震
度
６
強

(
東
京
都
特
別
区
６
弱
)

最
大
震
度
６
弱

（
政
令
市
等
５
強
）

＜
参
考
＞
表
の
見
方
（
地
震
災
害
時
に
出
動
等
の
対
象
と
な
る
事
象
）

・
地
震
時
の
「
災
害
発
生
都
道
府
県
」
は
、
震
央
が
陸
域
の
場
合
は
震
央
管
轄
都
道
府
県
、
震
央
が
海
域
の
場
合
は
最
大
震
度
都
道
府
県
で
読
む
。

・
地
震
時
の
「
複
数
県
」
・
「
１
県
」
の
判
断
は
、
震
度
６
弱
（
政
令
市
等
に
つ
い
て
は
震
度
５
強
）
以
上
を
観
測
し
た
都
道
府
県
の
数
で
行
う
。

（
例
1
）
富
山
県
で
震
度
７
、
新
潟
県
で
震
度
５
強
（
新
潟
県
内
の
政
令
市
：
震
度
５
強
）
を
観
測
→

最
大
震
度
７
・
複
数
県
の
上
段
（
第
１
次
出
動
都
道
府
県
大
隊
）
の
欄
を
確
認
す
る
。

（
例
2
）
新
潟
県
で
震
度
７
、
富
山
県
で
震
度
６
強
を
観
測
→

最
大
震
度
７
・
複
数
県

の
下
段
（
出
動
準
備
都
道
府
県
大
隊
）
の
欄
を
確
認
す
る
。
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応援先都道府県
(地方・方面）

集結場所
集結場所

担当消防本部
備考

富山県方面
（高速道路利用時）

北陸自動車道下り
不動寺PA

金沢市消防局

富山県方面
（一般道路利用時）

道の駅　倶利伽羅　源平の郷 津幡町消防本部

福井県方面
（高速道路利用時）

北陸自動車道上り
尼御前SA

加賀市消防本部

福井県方面
（一般道路利用時）

いきいきランド・かが aim BS 加賀市消防本部

岐阜県方面
（旧）白山瀬女高原スキー場

駐車場
白山野々市広域

消防本部

別表第１０

集結場所

令和３年４月１日現在
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別表第１１

※通信は最小限度にとどめるものとする。

無線運用イメージ図

統１

統１ 統１

指揮隊 指揮隊 指揮隊

中　隊 中　隊 中　隊 中　隊 中　隊 中　隊

凡例
　統制波
　主運用波

航空波

各隊員相互

消防本部・市町

都道府県大隊・各部隊 都道府県大隊・各部隊 県内応援隊

指揮本部 指揮支援本部

石川県大隊無線通信運用体制

県庁

防災行政無線

対象範囲 使用無線チャンネル等 備考

調整本部
指揮本部
指揮支援本部
応援都道府県大隊本部
応援都道府県各部隊の指揮隊

統制波１

【無線統制】指揮支援部隊長
※指揮支援部隊長は、被災地が複数
　に及び、指揮系統を複数に分離す
　る必要がある場合は、統制波２又
　は統制波３のいずれから使用波を
　指定する。

主運用波７

調整本部 統括指揮支援隊

【無線統制】都道府県大隊長､都道
府県各部隊の指揮隊長
※同一の主運用波を使用する応援都
　道府県大隊・各部隊が近接して活
　動し、無線が輻輳している場合は、
　指揮支援本部長に使用波の調整を
　依頼する。

石川県大隊

　応援都道府県は、移動範囲を全国
としている場合のみ使用可

署活動用無線

統２･３

統２･３統２･３

主△

主○

主△
主○

主△

主○主□

主□

主□

統１統１

統１

29



別
表
第
１
２

令
和
元
年
８
月
１
日
現
在

か ぎ 付 き は し ご

三 連 は し ご

ワ イ ヤ は し ご

空 気 式 救 助 マ ッ ト

救 命 索 発 射 銃

救 助 用 縛 帯

平 担 架

油 圧 ジ ャ ッ キ

油 圧 ス プ レ ッ ダ ー

可 搬 ウ ィ ン チ

マ ッ ト 型 空 気 ジ ャ ッ キ 一 式

大 型 油 圧 ス プ レ ッ ダ ー

マ ン ホ ー ル 救 助 器 具

救 助 用 支 柱 器 具

車 両 移 動 器 具

チ ェ ー ン ブ ロ ッ ク

油 圧 切 断 機

エ ン ジ ン カ ッ タ ー

ガ ス 溶 断 機

ア ー ク 溶 断 器

チ エ ー ン ソ ー

鉄 線 カ ッ タ ー

空 気 鋸

大 型 油 圧 切 断 機

万 能 斧

ハ ン マ ー

削 岩 機

ハ ン マ ド リ ル

携 帯 用 コ ン ク リ ー ト 破 壊 器 具

バ ッ テ リ ー 式 救 助 用 破 壊 器 具

奥
能
登
広
域
圏
事
務
組
合
消
防
本
部

1
5

1
3

3
3

1
2

2
3

1
2

2
2

七
尾
鹿
島
消
防
本
部

3
2

1
1

1
2

1
1

1
1

1
1

1
1

3
1

1
6

2
1

1
1

羽
咋
郡
市
広
域
圏
事
務
組
合
消
防
本
部

2
3

1
1

1
1

2
2

1
5

1

ブ
ロ
ッ
ク
内
小
計

6
1
0

1
1

2
6

4
2

1
4

2
1

0
0

0
0

1
5

1
0

5
7

1
2

1
3

4
3

1
1

1

か
ほ
く
市
消
防
本
部

1
1

1
1

3
1

1

津
幡
町
消
防
本
部

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

内
灘
町
消
防
本
部

1
1

1
1

1
1

1
5

1

金
沢
市
消
防
局

1
7

1
1

2
2

3
1

1
1

1
1

2
2

1
4

1
2

3
1

1
6

5
1

2
1

3

白
山
野
々
市
広
域
消
防
本
部

1
1

1
1

1
1

1
1

2
1

2
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

ブ
ロ
ッ
ク
内
小
計

4
1
1

2
2

4
4

4
2

1
5

4
4

4
2

0
1

2
8

1
1

6
6

3
3

1
6

9
3

3
3

5

能
美
市
消
防
本
部

3
2

5
1

小
松
市
消
防
本
部

1
1

3
4

1
2

3
1

1
1

2
1

1
5

1
1

1

加
賀
市
消
防
本
部

2
3

3
2

ブ
ロ
ッ
ク
内
小
計

1
6

0
0

3
4

0
1

0
2

3
0

0
0

0
0

0
1

1
0

1
7

1
1

1
3

4
1

1
0

0

1
1

2
7

3
3

9
1
4

8
5

2
1
1

9
5

4
2

0
1

3
1
4

3
1

1
2

2
0

5
6

4
2

1
7

7
5

4
6

合
　
計

消 防 本 部 名

一
般
救
助
用
器
具

能 登 ブ ロ ッ ク

重
量
物
排
除
用
器
具

石 川 中 央 ブ ロ ッ ク 加 賀 ブ ロ ッ ク

切
断
用
器
具

破
壊
用
器
具

石
川
県
大
隊
の
保
有
資
機
材
（
後
方
支
援
中
隊
を
除
く
）
（
そ
の
１
）
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別
表
第
１
２

令
和
元
年
８
月
１
日

可 燃 性 ガ ス 測 定 器

有 毒 ガ ス 測 定 器

酸 素 濃 度 測 定 器

生 物 剤 検 知 器

放 射 線 測 定 器

化 学 剤 検 知 器

化 学 剤 検 知 紙

γ 及 び X 線 量 率 計

表 面 汚 染 検 査 計

個 人 線 量 計

中 性 子 用 線 量 率 計

複 合 ガ ス 検 知 機

空 気 呼 吸 器

酸 素 呼 吸 器

簡 易 呼 吸 器

防 塵 マ ス ク

送 排 風 機

潜 水 器 具 一 式

流 水 救 助 器 具 一 式

救 命 胴 衣

水 中 投 光 器

救 命 浮 環

救 命 ボ ー ト

船 外 機

水 中 無 線 機

水 中 テ レ ビ カ メ ラ

バ ス ケ ッ ト 型 担 架

奥
能
登
広
域
圏
事
務
組
合
消
防
本
部

8
3

3
1

1
5

7
4

1

七
尾
鹿
島
消
防
本
部

2
1

4
2

1
5

1
7

5
0

0
1

0
0

2
0

0
7

1
1

2

羽
咋
郡
市
広
域
圏
事
務
組
合
消
防
本
部

1
1

1
3

1
1
3

2
1
2

1
9

4

ブ
ロ
ッ
ク
内
小
計

3
1

2
0

0
0

0
1
5

6
5
9

0
2

4
4

5
0

1
9

1
0

0
3
1

0
1
1

1
0

0
1

3

か
ほ
く
市
消
防
本
部

1
1

1
5

4

津
幡
町
消
防
本
部

1
1

5
1

4
6

1
5

1

内
灘
町
消
防
本
部

1
1

5
4

4
1

金
沢
市
消
防
局

1
4

1
1

1
2

1
5

2
7

1
6

9
2

1
5

4
5

5
6

1
4

1
5

5
4
0

2
2

2
1

5
1

4

白
山
野
々
市
広
域
消
防
本
部

7
4

3
0

1
3

1
5

5
1

8
3
3

7
1

1
1

1

ブ
ロ
ッ
ク
内
小
計

1
5

1
1

2
2

1
5

3
7

2
2

1
3
7

2
9

7
2

1
0

6
2
4

4
1
3

5
7
8

2
1
0

3
2

5
2

5

能
美
市
消
防
本
部

1
2

1
7

1
3

6
1
6

小
松
市
消
防
本
部

5
3

2
0

5
1

1
1

加
賀
市
消
防
本
部

3
1

1
0

8
2

ブ
ロ
ッ
ク
内
小
計

1
0

0
0

0
0

0
1
0

5
3
7

0
0

2
6

0
0

7
1

0
0

1
6

0
2

0
0

0
0

1

5
6

3
1

2
2

1
5

6
2

3
3

2
3
3

2
1
1

1
4
2

1
5

6
5
0

6
1
3

5
1
2
5

2
2
3

4
2

5
3

9

石
川
県
大
隊
の
保
有
資
機
材
（
後
方
支
援
中
隊
を
除
く
）
（
そ
の
２
）

呼
吸
保
護
用
器
具

加 賀 ブ ロ ッ ク

合
　
計

消 防 本 部 名

水
難
救
助
用
器
具

能 登 ブ ロ ッ ク 石 川 中 央 ブ ロ ッ ク

測
定
用
器
具
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別
表
第
１
２

水 中 探 査 装 置

二 酸 化 炭 素 探 索 装 置

電 磁 波 探 査 装 置

地 震 警 報 器

画 像 探 査 機

地 中 音 響 探 知 機

熱 画 像 直 視 装 置

夜 間 用 暗 視 装 置

防 塵 メ ガ ネ

帯 電 衣

帯 電 手 袋

帯 電 ズ ボ ン

帯 電 長 靴

耐 熱 服

安 全 帯

陽 圧 式 化 学 防 護 服

防 毒 衣

防 毒 マ ス ク

保 護 服 （ レ ベ ル C ）

放 射 線 防 護 服

全 面 マ ス ク

マ ル チ ガ ス 用 吸 収 缶

除 染 テ ン ト

除 染 シ ャ ワ ー

中 和 剤 散 布 器

合 成 界 面 活 性 剤 ( L )

水 性 膜 泡 消 火 薬 剤 （ L ）

奥
能
登
広
域
圏
事
務
組
合
 消
防
本
部

5
3

2
5

1
4
0

6
0

七
尾
鹿
島
消
防
本
部

2
5

7
3

2
1
3

3
1
5

5
8
0

羽
咋
郡
市
広
域
圏
事
務
組
 合
消
防
本
部

1
4

4
4

4
4

4
4

4
5

1
5

2
0
0

2
0
0

ブ
ロ
ッ
ク
内
小
計

0
0

0
0

0
0

3
0

4
9

1
6

7
9

6
1
7

7
0

1
5

0
0

1
5

1
5

0
0

0
3
4
0

3
4
0

か
ほ
く
市
消
防
本
部

1
4

7
0

津
幡
町
消
防
本
部

2
5

2
4

6
4

5
4

2

内
灘
町
消
防
本
部

3
5

1
0
0

金
沢
市
消
防
局

1
3

1
1

1
1
4

3
4

3
3

3
6

1
5

1
4

8
2

1
2
0

6
5

3
2

1
3

7
,
5
0
0

白
山
野
々
市
広
域
消
防
本
部

1
1

1
5

8
2
8

2
1
9

1
9

1
2

1
8
0

ブ
ロ
ッ
ク
内
小
計

0
0

0
1

4
1

2
2

1
4

5
1
3

5
7

3
1
7

2
0

2
2

8
6

1
5
3

8
3
2

2
4

2
2

5
1
7
0

7
,
6
8
0

能
美
市
消
防
本
部

5
1
5

2
6
0

2
0

小
松
市
消
防
本
部

4
4

4
4

5
5

1
0
0

加
賀
市
消
防
本
部

3
1
1

1
1

5
1
5

ブ
ロ
ッ
ク
内
小
計

0
0

0
0

0
0

0
0

0
4

7
4

4
0

0
0

0
1
1

1
1

0
1
5

3
5

0
0

0
2
6
0

1
2
0

0
0

0
1

4
1

5
2

1
8

1
8

3
6

1
6

2
0

9
3
4

2
7

2
2

1
1
2

1
6
4

8
6
2

7
4

2
2

5
7
7
0

8
,
1
4
0

合
　
計

高
度
救
助
用
資
機
材

隊
員
保
護
用
器
具

能 登 ブ ロ ッ ク

除
染
用
器
具

消
火
剤

消 防 本 部 名

石
川
県
大
隊
の
保
有
資
機
材
（
後
方
支
援
中
隊
を
除
く
）
（
そ
の
３
）

石 川 中 央 ブ ロ ッ ク 加 賀 ブ ロ ッ ク
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別
表
第
１
２

ガ ス 検 知 器 ( ア ル テ ィ ア ２ ｘ ）

防 毒 マ ス ク

吸 収 缶

ス ト レ ッ チ ャ ー （ ス ケ ッ ド ）

ス コ ッ プ （ 大 ・ 小 ）

ス ト ッ ク

ス パ ッ ツ

ゾ ン デ 棒

水 の う ・ バ ケ ッ ト

水 槽
投 光 器

携 帯 拡 声 器

携 帯 無 線 機

ロ ー プ 登 降 機

車 両 移 動 器 具

発 電 機

奥
能
登
広
域
圏
事
務
組
合
 消
防
本
部

3
4

6

七
尾
鹿
島
消
防
本
部

2
3

7
4

3

羽
咋
郡
市
広
域
圏
事
務
組
 合
消
防
本
部

8
4

2
5

6
2

ブ
ロ
ッ
ク
内
小
計

0
0

0
2

0
0

0
0

8
4

8
1
6

1
6

0
0

5
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

か
ほ
く
市
消
防
本
部

1
2

2
1

津
幡
町
消
防
本
部

1
1

1
1

内
灘
町
消
防
本
部

5
2

1
1

金
沢
市
消
防
局

5
1
0

1
5

3
6

5
5

5
3
5

4
1

1
3

3
3

2
2

2

白
山
野
々
市
広
域
消
防
本
部

2
3

5
1

8
1
0

7

ブ
ロ
ッ
ク
内
小
計

5
1
0

1
5

5
1
4

5
5

1
0

3
5

5
1
1

2
8

3
7

2
2

0
1
2

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

能
美
市
消
防
本
部

2
1

3
5

3
6

6

小
松
市
消
防
本
部

2
2

加
賀
市
消
防
本
部

3
2

3
3

2

ブ
ロ
ッ
ク
内
小
計

0
0

0
0

5
0

0
0

0
0

3
8

1
0

0
0

5
6

6
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

5
1
0

1
5

7
1
9

5
5

1
0

4
3

9
2
2

5
2

6
3

2
2

0
2
2

6
6

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

合
　
計

そ
の
他
の
救
助
用
器
具

火
山
対
応
型
山
岳
救
助
資
機
材

林
野
火
災

用
　
　
具

そ
の
他

石
川
県
大
隊
の
保
有
資
機
材
（
後
方
支
援
中
隊
を
除
く
）
（
そ
の
４
）

消 防 本 部 名

能 登 ブ ロ ッ ク 石 川 中 央 ブ ロ ッ ク 加 賀 ブ ロ ッ ク
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別紙第１（第６関係）

（１）ブロック別による指揮体制　※統合機動部隊と合流するまでの間

【受援側】 【応援側】

指揮者

(被災地市町村長等)

能登ブロック中隊長

(七尾鹿島消防本部)

石川県大隊長

金沢市消防局 石川中央ブロック中隊長

(代行:白山野々市広域消防本部) (白山野々市広域消防本部)

加賀ブロック中隊長

(小松市消防本部)

後方支援中隊長

(金沢市消防局)

（２）任務別による指揮体制

【受援側】 【応援側】

指揮者

(被災地市町村長等)

消火中隊長

(金沢市消防局)

石川県大隊長

金沢市消防局 救助中隊長

(代行:白山野々市広域消防本部) (金沢市消防局)

救急中隊長

(金沢市消防局)

後方支援中隊長

(金沢市消防局)

特殊災害中隊長

(金沢市消防局)

特殊装備中隊長

(金沢市消防局)

各小隊

石川県大隊・各部隊指揮体制

１　地震・風水害等大規模災害

指揮支援隊長

石川県大隊指揮隊 各小隊

各小隊

各小隊

指揮支援隊長

石川県大隊指揮隊 各消火小隊

各救助小隊

各救急小隊

各後方支援小隊

各特殊災害中隊

各特殊装備小隊
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（３）ＮＢＣテロ災害（ＮＢＣ運用計画によらず、都道府県大隊を編成し、出動する場合）

【受援側】 【応援側】

指揮者

(被災地市町村長等)

特殊災害中隊長

(ＮＢＣ災害対応隊)

石川県大隊長 (金沢市消防局)

金沢市消防局

(代行:白山野々市広域消防本部) 消火中隊長

(金沢市消防局)

救助中隊長

(金沢市消防局)

救急中隊長

(金沢市消防局)

後方支援中隊

(除染システム等)

(金沢市消防局)

２　各部隊

（１）ＮＢＣ災害即応部隊

【受援側】 【応援側】

指揮者

(被災地市町村長等)

金沢市消防局ＮＢＣ災害 特殊災害小隊

即応部隊指揮隊 (検知・救助隊)

指揮隊長 特殊災害小隊

金沢市消防局 (除染隊)

（２）土砂・風水害機動支援部隊

【受援側】 【応援側】

指揮者

(被災地市町村長等)

石川県土砂・風水害 救助小隊

機動支援部隊指揮隊 （津波・大規模風水害対策車）

指揮隊長 救助小隊

金沢市消防局 （救助工作車）

後方支援中隊

(金沢市消防局)
各後方支援小隊

石川県大隊指揮隊
各特殊災害小隊

指揮支援隊長

指揮支援隊長

各消火小隊

各救助小隊

各救急小隊

各後方支援小隊

指揮支援隊長

後方支援小隊

35



36 

（別紙第２） 

 

 

 

公務従事車両証明書 

発行番号 
 

 

通行年月日   年  月  日 

道路名及び区間 

道路名 

ＩＣから     ＩＣまで 

（入口）     （出口） 

乗車責任者の職、氏名 

 

 

車両登録番号 
 

 

この車両は、消防組織法第４４条に基づき緊急消防援助隊として出

動する車両であることを証明する。  

 

災害名：          

  

      年  月  日 

 

発行者 職氏名               印 

 

※発行番号は災害毎の一連番号とする。 

（注１：上記様式は、高速道路事業者等の共通様式であること。） 

（注２：道路名及び区間の表記は、努めて区間名を記入することとするが、 

料金所等の名称が分からないときは、「○○道～□□道～△△道」 

でも可とする。 

10cm 

14 

cm 



(第
3
0
条
関
係
)

災
害
対
策
本
部
（
広
域
応
援
班
　
陸
上
・
航
空
）

現
地
派
遣
職
員

○
○
都
道
府
県

災
害
対
策
本
部

調
整
本
部

政
府
現
地
対
策
本
部

災
害
対
策
本
部

指
揮
本
部

指
揮
支
援
本
部

○
○
都
道
府
県
大
隊

○
○
都
道
府
県
大
隊

ヘ
リ
ベ
ー
ス
（
Ｈ
Ｂ
）

○
○
都
道
府
県
大
隊

○
○
都
道
府
県
大
隊

フ
ォ
ワ
ー
ド
ベ
ー
ス
（
Ｆ
Ｂ
）

地
域
衛
星
回
線

T
E
L

０
４
８
－
５
０
０
－
９
０
－
４
９
０
１
３

F
A
X

０
４
８
－
５
０
０
－
９
０
－
４
９
０
３
６

消
防
防
災
無
線

T
E
L

別
記
様
式
１

○
○
都
道
府
県
　
　
○
○
災
害
に
係
る
緊
急
消
防
援
助
隊
連
絡
体
制

○
○
　
　
　
年
　
　
　
月
　
　
　
日
　
　
　
時
　
　
　
分
　
現
在

消
防
庁

Ｎ
Ｔ
Ｔ
回
線

T
E
L

0
3
-
5
2
5
3
-
7
5
2
7

F
A
X

0
3
-
5
2
5
3
-
7
5
5
2

派
遣
場
所

職
・
氏
名

T
E
L

9
0
-
4
9
0
1
3

F
A
X

9
0
-
4
9
0
3
6

メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス

k
in
e
n
ta
i0
1
1
9
@
s
o
u
m
u
.g
o
.j
p

Ｎ
Ｔ
Ｔ
回
線

F
A
X

設
置
場
所
 ：

設
置
場
所
 ：

設
置
場
所
 ：

F
A
X

消
防
防
災
無
線

T
E
L

F
A
X

F
A
X

Ｎ
Ｔ
Ｔ
回
線

T
E
L

Ｎ
Ｔ
Ｔ
回
線

T
E
L

F
A
X

消
防
防
災
無
線

T
E
L

F
A
X

消
防
防
災
無
線

T
E
L

T
E
L

メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス

メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス

メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス

F
A
X

地
域
衛
星
回
線

T
E
L

F
A
X

地
域
衛
星
回
線

T
E
L

F
A
X

地
域
衛
星
回
線

T
E
L

T
E
L

航
空
運
用
調
整
班
所
属

職
・
氏
名

統
括
指
揮
支
援
隊
長
所
属

氏
名

T
E
L

本
部
長

職
・
氏
名

本
部
長

氏
名

T
E
L

本
部
長

○
○
市
町
村

設
置
場
所
 ：

設
置
場
所
 ：

設
置
場
所
 ：

T
E
L

T
E
L

F
A
X

氏
名

Ｎ
Ｔ
Ｔ
回
線

T
E
L

F
A
X

Ｎ
Ｔ
Ｔ
回
線

T
E
L

F
A
X

Ｎ
Ｔ
Ｔ
回
線

T
E
L

F
A
X

F
A
X

地
域
衛
星
回
線

T
E
L

F
A
X

地
域
衛
星
回
線

T
E
L

T
E
L

F
A
X

消
防
防
災
無
線

T
E
L

消
防
防
災
無
線

T
E
L

F
A
X

消
防
防
災
無
線

本
部
長

氏
名

T
E
L

本
部
長

F
A
X

メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス

メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス

メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス

F
A
X

地
域
衛
星
回
線

T
E
L

T
E
L

(指
揮
支
援
隊
長
）
氏
名

氏
名

T
E
L

指
揮
支
援
本
部
長
所
属

緊
急
消
防
援
助
隊

陸
上

航
空

設
置
場
所
 ：

大
隊
長

所
属

T
E
L

T
E
L

F
A
X

氏
名

氏
名

消
防
防
災
無
線

T
E
L

大
隊
長

所
属

T
E
L

Ｎ
Ｔ
Ｔ
回
線

F
A
X

統
合
機
動

部
隊
長

所
属

T
E
L

統
合
機
動

部
隊
長

所
属

T
E
L

地
域
衛
星
回
線

T
E
L

F
A
X

氏
名

氏
名

メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス

後
方
支
援
本
部

所
属

後
方
支
援
本
部

所
属

Ｈ
Ｂ
指
揮
者

所
属

メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス

メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス

航
空
指
揮
支
援
本
部
長
 
所
属

T
E
L

T
E
L

F
A
X

T
E
L

F
A
X

職
・
氏
名

T
E
L

(航
空
指
揮
支
援
隊
長
)
氏
名

航
空
後
方
支

援
隊
長

所
属

T
E
L

所
属

T
E
L

氏
名

大
隊
長

所
属

T
E
L

大
隊
長

氏
名

氏
名

統
合
機
動

部
隊
長

所
属

T
E
L

統
合
機
動

部
隊
長

所
属

T
E
L

設
置
場
所
 ：

氏
名

氏
名

Ｆ
Ｂ
指
揮
者

所
属

T
E
L

F
A
X

所
属

T
E
L

T
E
L

F
A
X

T
E
L

後
方
支
援
本
部

所
属

後
方
支
援
本
部

所
属

職
・
氏
名

メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス

メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス

氏
名
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（第31条関係）

殿

隊 人 隊 人

隊 人 隊 人

隊 人 隊 人

隊 人 隊 人

隊 人 隊 人

隊 人 隊 人

救助 救急

件 件 件

人 人 人

件 件 件

人 人 人

名称 所在地

時 分 ～ 時 分

人

氏　名

別記様式２（航空小隊を除く）

緊急消防援助隊活動報告（日報）

消防庁長官

（指揮支援部隊長、指揮支援本部長、航空指揮支援本部長、各部隊長又は大隊長等）

報告日時 ○○　　　　年　　　　月　　　　日　（　　　）　　　　　時　　　　分　現在

災害名

活動場所 都道府県 市区町村

隊員の負傷 有　・　無 車両・資機材の損傷 有　・　無

活動内容

種別 時間 活動場所 活動概要（連携活動機関を含む）

上記負傷、損傷
の内容

出
動
隊
の
状
況

隊種別 隊数 隊員数 隊種別 隊数

救助小隊

その他の小隊

救急小隊

航空指揮支援隊

合計

隊員数

指揮支援隊 特殊災害小隊

指揮隊

航空後方支援小隊

消火小隊

特殊装備小隊

通信支援小隊

隊員数

活動内容

人
救助・搬送人数

救
助
・
搬
送
人
員

災害種別 火災 合計

件　数

総計（指揮支援
隊が入力）

人

報告者
消防本部

ＴＥＬ

宿営場所

翌
日
の
活
動
予
定

活動時間

活動場所

活動規模 隊数 隊
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年 月 日 時 分

年 月 日 時

年 月 日 時

統括指揮支援隊

指揮支援隊

航空指揮支援隊※１

航空小隊※１

航空後方支援小隊※１

消防庁災害対策本部　　広域応援班

０３－５２５３－７５２７ ０３－５２５３－７５５２

０４８－５００－９０－４９０１３ ０４８－５００－９０－４９０３６

（第５条関係）

※１　航空小隊が出動不能な場合、航空指揮支援隊及び航空後方支援小隊の出動可能隊数を報告すること

別記様式２－１

出動可能隊数報告及び出動準備依頼
送信時間 ○○

市区
町村

送付先：

災 害 発 生 日 時 ○○ 分頃

消防庁広域応援室長

殿
都道府県消防防災主管部長

消 防 長

　 緊急消防援助隊の出動の求め又は指示を行う可能性がありますので、貴都道府県内の
出動可能隊数を至急調査し、別記様式２－２にて30分以内に報告願います。
　 また、緊急消防援助隊の出動の求め又は指示を行った場合、迅速に出動できるように出
動準備をお願いします。

災 害 発 生 場 所
都道
府県

災 害 名

原子力施設等

災　害　の　状　況

原子力施設・石油コンビナートの有無 石油コンビナート等

依頼日時
(出動可能隊数報告、出動準備)

○○ 分

問い合わせ先

NTT回線電話 NTT回線ＦＡＸ

地域衛星電話 地域衛星ＦＡＸ

対　象　※いずれかに●

・都道府県大隊（統合機動部隊を含む。）　

出動可能な全隊 一部の指定した隊※下記に指定する隊

【隊の指定情報】

・部隊　※出動準備を依頼する隊（●の付いた隊）

編成に係る
連絡事項

部隊名 連絡事項

指揮支援部隊

土砂・風水害機動支援部隊

航空部隊

ＮＢＣ災害即応部隊

エネルギー・産業基盤災害即応部隊
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年 月 日 時 分

年 月 日 時 分

次の災害に対して、出動可能な（出動した）隊数及び人数を報告します。

時

時

隊 人 隊 人

救助小隊

高機能救命ボート：　　　艇　、　救命ボート（船外機有）：　　　艇　、　救命ボート（手こぎ）：　　　艇　、　水上オートバイ　　　台

特
殊
装
備
小
隊

震災対応特殊車両小隊 重機：　台

通信支援小隊

後方支援小隊

【出動体制、その他特殊な装備品の情報】

※　（　）内には、統合機動部隊の出動可能隊数又は出動隊数を内数で記載すること

NTT回線電話 NTT回線ＦＡＸ

中型水陸両用車：　台その他の特殊装備小隊

救急小隊

水陸両用バギー：　　台

地域衛星電話 地域衛星ＦＡＸ

＜連絡責任者＞

担当課室 　 氏　名

合　　計

(参考)都道府県大隊-統合機動部隊

隊の種別 可能隊数 人数 出動隊数 人数 特殊車両内訳

消火小隊

指揮隊

最も早く出動できる時間※１

出動隊数報告時に記入

※１　都道府県大隊長（又は統合機動部隊長）が属する消防本部から最も早く出動できる時間（出動した時間）を記入

別記様式２－２

出動可能隊数・出動隊数の報告（　　　　　　　用）

可能隊数報告 ○○

出動隊数報告 ○○

災害名

（都道府県消防防災主管部長 又は 消防長）

※　都道府県大隊及び統合機動部隊以外は、別記様式２－２（部隊用）で報告すること

可能隊数報告時に記入

出動時間※１

消防庁広域応援室長　又は　　　　　　　　　　　　　　　　　　　殿

（第５条、第９条、第36条関係）

分

分頃

都道府県消防防災主管部長

都道府県大隊

統合機動部隊
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年 月 日 時 分

年 月 日 時 分

消防庁広域応援室長　又は　　　　　　　　　　　　　　　　　　　殿

次の災害に対して、出動可能な（出動した）隊数及び人数を報告します。

頃

頃

頃

頃

頃

＜連絡責任者＞

指揮隊

特殊装備小隊

地域衛星電話 地域衛星ＦＡＸ

担当課室 　 氏　名

NTT回線電話 NTT回線ＦＡＸ

災害名

別記様式２－２

出動可能隊数・出動隊数の報告（部隊用）

可能隊数報告 ○○

出動隊数報告 ○○

（都道府県消防防災主管部長 又は 消防長）

（第５条、第９条、第36条関係）

※　都道府県大隊及び統合機動部隊は、別記様式２－２（都道府県大隊・統合機動部隊用）で報告すること

特殊装備小隊

【その他特殊な装備品の情報】

高機能救命ボート：　　艇　、　救命ボート（船外機有）：　　艇　、　救命ボート（手こぎ）：　　艇　、　水上オートバイ　　台

：

水陸両用バギー：　　台

重機：　台

中型水陸両用車：　　台

※１　航空小隊が出動不能な場合、航空指揮支援隊及び航空後方支援小隊の出動可能隊数を報告すること
　　　 航空指揮支援隊及び航空後方支援小隊の報告は、両隊同時出動が可能か、どちらか１隊が出動可能なのか備考に記載すること
※２　指揮支援部隊及び航空部隊以外の出動時間は、当該部隊の指揮隊長が属する消防本部から最も早く出動できる時間(出動した時間)を記入

合　計

合　計

指揮隊

人数

土
砂
・
風
水
害
機
動
支
援
部
隊

航
空
部
隊

指
揮
支
援
部
隊

後方支援小隊

救助小隊

出動隊数
最も早く

出動できる
時間※２

人数

航空指揮支援隊※1

航空後方支援小隊※1

隊の種別

指揮支援隊

統括指揮支援隊

航空小隊※１

可能隊数

：

：

：

：

：

： 頃

： 頃

出動時間
※２ 備　考（内訳）

：

：

：

：

：

<航空隊名、同時出動可否>

<機体愛称>

：

都道府県消防防災主管部長

代表消防機関消防長
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年 月 日 時 分

年 月 日 時 分

　貴所属の緊急消防援助隊について、次のとおり出動準備を解除しましたので通知します。

消防庁広域応援室長

別記様式２－３ （第５条関係）

出動準備の解除連絡

送信時間 ○○

都道府県消防防災主管部長
殿

消 防 長

送付先：

【指揮支援隊】

問い合わせ先 消防庁災害対策本部　　広域応援班

【統括指揮支援隊】

出動準備の解除日時 ○○

出動準備を解除する隊

NTT回線電話 ０３－５２５３－７５２７ NTT回線ＦＡＸ ０３－５２５３－７５５２

地域衛星電話 ０４８－５００－９０－４９０１３ 地域衛星ＦＡＸ ０４８－５００－９０－４９０３６

【航空指揮支援隊】

【都道府県大隊】

【航空小隊】
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年 月 日 時 分

都 道 府 県 知 事

市　町　村　長

年 月 日 時

項）

（ ）

年 月 日 時 分

統括指揮支援隊

指揮支援隊

航空指揮支援隊

航空小隊

航空後方支援小隊

消防庁災害対策本部　　広域応援班

０３－５２５３－７５２７ ０３－５２５３－７５５２

０４８－５００－９０－４９０１３ ０４８－５００－９０－４９０３６

殿

災 害 発 生 日 時 ○○ 分頃

　 次のとおり緊急消防援助隊の出動を求め又は指示します。

送付先：

・都道府県大隊（統合機動部隊を含む。）

編成に係る
連絡事項

【隊の指定情報】

対　象　※いずれかに● 出動可能な全隊 一部の指定した隊※下記に指定する隊

別記様式３－１

緊急消防援助隊の出動の求め又は指示
○○

消 防 庁 長 官

送信時間

（第６条、第31条関係）

災 害 発 生 場 所

災 害 名

原子力施設等 石油コンビナート等

災　害　の　状　況

原子力施設・石油コンビナートの有無

都道
府県

市区
町村

地域衛星電話 地域衛星ＦＡＸ

問い合わせ先

NTT回線電話 NTT回線ＦＡＸ

航空部隊

土砂・風水害機動支援部隊

エネルギー・産業基盤災害即応部隊

応援先 進出拠点

ＮＢＣ災害即応部隊

求 め 又 は 指 示 日 時 ○○

出 動 区 分

アクションプラン又は運用計画 適用 非適用

求め 指示 （求め・指示の根拠：消防組織法第44条第

応援先 市区
町村 進出拠点

応援先 進出拠点

・部隊　※対象となる隊に●

部隊名 連絡事項、応援先等

指揮支援部隊
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年 月 日 時 分

消防庁長官

A - 1 区分

　　

長官の要請に基づき
必要な隊が迅速出動

（第31条関係）

（基本計画別表第３
により対応する都
道府県）

（別表Ｃにより
対応する全
隊）

（別表Dにより
対応する全
隊）

航空小隊
出動準備

都道府県大隊
第１次出動
航空小隊

出動準備
航空小隊

都道府県大隊

指示

（別表Bにより
対応する指定
順位第１位）

（別表Bにより
対応する全
隊）

（基本計画別表第２
により対応する都
道府県）

統括
指揮支援隊

指揮支援隊
第１次出動

都道府県大隊

求め

求 め 又 は 指 示 日 時 当該地震が発生した日時

送付先：

最大震度６強
（東京都特別区

は６弱）

迅速出動

区分

※対象区分に●

指揮支援部隊

　地震の規模が、緊急消防援助隊の応援等の要請等に関する要綱第30条に規定する
出動基準に該当したので、消防組織法第44条の規定に基づき、次のとおり緊急消防援
助隊の迅速出動を求め又は指示します。

震 央 管 轄 都 道 府 県

出動区分
別表 

別記様式３－４

緊急消防援助隊の出動の求め又は指示（迅速）

都道府県知事
殿

市　町　村　長

送信時間 ○○

求 め 又 は 指 示 し た 隊 下表のとおり

出 動 先 第34条に定めるとおり

NTT回線電話 ０３－５２５３－７５２７ NTT回線ＦＡＸ 　 ０３－５２５３－７５５２

Ⅰ

最大震度６弱(東
京都特別区は５

強、政令市は５強
又は６弱)

【出動する隊】

迅速出動
（統合機動部隊
のみが対象）

地域衛星電話 ０４８－５００－９０－４９０１３ 地域衛星ＦＡＸ ０４８－５００－９０－４９０３６

最大震度７

Ⅱ

迅速出動

問い合わせ先 消防庁災害対策本部　　広域応援班

【出動する隊】
迅速出動

【出動する隊】【出動する隊】

Ⅲ-ア
長官の要請に
基づき必要な
隊が迅速出動

長官の要請に基づ
き必要な隊が迅速
出動（統合機動部
隊のみが対象）

長官の要請に
基づき必要な
隊が迅速出動
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年 月 日 時 分

消防庁長官

A - 2 区分

　　

区分

※対象区分に● （別表Bにより
対応する指定
順位第１位）

（別表Bにより
対応する全
隊）

（基本計画別表第２
により対応する都
道府県）

（基本計画別表第３
により対応する都
道府県）

　地震の規模が、緊急消防援助隊の応援等の要請等に関する要綱第30条に規定する

別記様式３－４

緊急消防援助隊の出動の求め又は指示（迅速）

都道府県知事
殿

市　町　村　長

送信時間

（第31条関係）

○○

出動基準に該当したので、消防組織法第44条の規定に基づき、次のとおり緊急消防援
助隊の迅速出動を求め又は指示します。

震 央 管 轄 都 道 府 県

出動区分
別表 

求め 指示

求 め 又 は 指 示 日 時 当該地震が発生した日時

求 め 又 は 指 示 し た 隊 下表のとおり

出 動 先 第34条に定めるとおり

　 ０３－５２５３－７５５２

指揮支援部隊 都道府県大隊 航空小隊
第１次出動
航空小隊

出動準備
航空小隊

出動準備
都道府県大隊

第１次出動
都道府県大隊

統括
指揮支援隊

指揮支援隊

（別表Ｃにより
対応する全
隊）

（別表Dにより
対応する全
隊）

【出動する隊】

【出動する隊】

地域衛星電話 ０４８－５００－９０－４９０１３ 地域衛星ＦＡＸ ０４８－５００－９０－４９０３６

送付先：

最大震度６強
（東京都特別区

は６弱）

問い合わせ先 消防庁災害対策本部　　広域応援班

NTT回線電話 ０３－５２５３－７５２７ NTT回線ＦＡＸ

長官の要請に基づき
必要な隊が迅速出動

最大震度６弱(東
京都特別区は５

強、政令市は５強
又は６弱)

迅速出動 迅速出動

迅速出動 迅速出動
（統合機動部隊のみが対象）

長官の要請に基づき
必要な隊が迅速出動

【出動する隊】

長官の要請に基づき
必要な隊が迅速出動

（統合機動部隊のみが対象）

Ⅰ
最大震度７

Ⅱ

Ⅲ-ア
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１　出動状況（航空部隊を除く）

時　分

２　航空部隊出動状況

時　分

（第29条関係）

緊急消防援助隊活動報告書

報告日

災害名

都道府県

部隊名
都道府県大隊

（下段は統合機動部隊）

出動日時※１

進出拠点

　※１　出動日時：都道府県大隊又は部隊の指揮隊長が属する消防本部を出動した日時

集結場所

進出拠点到着日時

月　日 月　日 時　分 月　日 時　分

活動開始日時

時　分

航空隊名
（隊区分、機体愛称）

被災地引揚げ日時

宿営場所

活動開始日時

月　日 月　日 時　分 月　日
出動日時

宿営場所

別記様式５

活動終了日時

活動終了日時

被災地引揚げ日時
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３　救助活動状況【陸上】

1 人

2 人

3 人

4 人

5 人

計 人

４　救助活動状況【航空】

1 人

2 人

3 人

4 人

5 人

計 人

５　救急出動状況

陸上 　件 件 件

航空 　件 件 件

６　救急搬送状況

陸上 　　　人 人 人 人 人 人

航空 　　人 人 人 人 人 人

７　隊員の傷病状況

1 参照

2 参照

８　車両・資機材の損傷状況

1 参照

2 参照

3 参照

4 参照

5 参照

（第29条関係）

救出日時

　　月　　日
救出場所※２ 救助人数

備　考※３

（合同で救助した消防機関等）

別記様式５

時　　分

救出日時
救出場所※４ 救助人数 備  考

　　月　　日 時　　分

　※２　救出場所：住所、活動サイト、活動地区（○○地区）等を記載

　※３　備考：県内応援隊、○○県大隊と合同で救出等記入

死亡 重傷 中等症 軽傷 その他（不明含む） 計

搬送件数 不搬送件数 計

　※４　救出場所：住所、活動サイト、活動地区（○○地区）等を記載

日報

消防本部名 概要 日報

消防本部名 概要
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